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■庁舎整備検討の経緯 

 

平成９年 

総合庁舎の耐震診断の実施 

耐震性に問題がないとされるＩｓ値０．６を大きく下回っていることが

判明 

平成１０年 

庁舎建設整備基金の設置 

想定事業費２００億円の２分の１の１００億円を目標に積立てを開始 

財政状況などから積立てが進まず，平成２３年度末残高３千９百万円 

平成２３年３月 

東日本大震災の発生 

総合庁舎の地震に対するぜい弱性対策の必要性を改めて認識 

平成２４年度より基金への積立てを本格的に進めることとした 

平成２３年８月 

庁舎整備検討委員会の設置 

庁舎整備のあり方について検討を行うため，庁内６部長を委員とした内

部検討組織を設置 

平成２５年１月 

庁舎整備検討委員会の最終報告 

庁舎の建替えによる課題解決が適当との報告 

平成２５年７月 

庁舎整備検討市民懇話会の設置 

市民意見を幅広く集約するため，学識経験者や市内各団体，公募市民等

１７名で構成される市民懇話会を設置 

平成２５年１０月 

庁舎整備に係る市民アンケートの実施 

市民３千人を対象に庁舎建替えの是非や建設場所，庁舎に望む機能等を

調査 

平成２６年５月 

庁舎整備検討推進委員会の設置 

より具体的な庁舎整備についての検討を進めるため，副市長を委員長と

する検討推進委員会を設置 

平成２６年９月 

庁舎整備に係る議会棟のあり方の検討について市議会に依頼 

庁舎を整備するとした場合の議会棟のあり方について市議会に検討を

依頼し，平成２６年１２月に検討結果を受領 

平成２７年４月 

旭川市庁舎整備基本構想策定に向けた検討資料の公表 

庁舎整備検討推進委員会での検討結果に基づき，新庁舎の機能や役割，

規模，建替え場所などを比較検討するための基礎資料として公表 

平成２７年５～８月 

関係団体との意見交換 

検討資料を用いて市内の各種団体との意見交換を実施 

平成２７年７月 

市庁舎整備調査特別委員会の設置 

市庁舎整備に関する調査を行うことを目的として，第２回定例会におい

て設置 
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平成２７年７月 

旭川市庁舎整備基本構想策定に係る議会機能の検討について依頼 

基本構想の策定に当たり，議会機能を整備する場合の基本的な考え

方，議会棟の規模及び諸室の考え方などについて検討を依頼し，平成２

７年１１月に検討結果を受領 

平成２７年７～８月 

  

旭川市庁舎整備タウンミーティング（意見交換会） 

新しい庁舎の機能や規模，建設場所などについて幅広く市民の意見を

把握するための意見交換会４回実施 

旭川市新庁舎絵画コンクール 

市内小・中学生を対象に「あったらいいな こんな市役所」をテーマ

として絵画コンクールを実施 

平成２７年８月 

旭川市庁舎整備検討審議会の設置 

市長の諮問に応じ，本市の庁舎整備に関する基本的事項を調査審議す

るための附属機関として，学識経験者や市内各団体，公募市民など２０

名で構成される旭川市庁舎整備検討審議会を設置 

平成２７年８～９月 

庁舎整備に係る職員アンケート 

現在の執務環境等の状況把握及び庁舎で働く者の視点から，庁舎整備

に係る意見を把握するため，職員を対象としたアンケート調査を実施 

平成２７年１０月 

庁舎整備に係るシールアンケートの実施 

新しい庁舎の機能や規模，建設場所などについて幅広く市民の意見を

把握するため，中心部及び郊外の商業施設２か所でシールアンケート調

査を実施 

旭川市新庁舎整備シンポジウムの開催 

旭川市新庁舎絵画コンクール表彰式，ゲストトーク，基調講演，トー

クセッションを実施 

平成２７年１１～１２月 

庁舎整備に係る来庁者アンケートの実施 

総合庁舎，第二庁舎，第三庁舎及び支所５か所で庁舎整備に係る来庁

者アンケート調査を実施 

平成２７年１２月 

市庁舎整備調査特別委員会から中間報告 

基本構想の策定に当たり市庁舎整備調査特別委員会での意見集約結

果について中間報告 

旭川市庁舎整備検討審議会から基本構想について答申 

旭川市庁舎整備検討審議会から旭川市庁舎整備基本構想について答

申 

平成２８年１～２月 

意見提出手続（パブリックコメント）の実施 

「旭川市新庁舎建設基本構想（案）」に対する意見提出手続（パブリ

ックコメント）を実施 

平成２８年３月 

基本構想の決定 

意見提出手続（パブリックコメント）に寄せられた意見を踏まえ「旭

川市新庁舎建設基本構想」を策定 
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平成２８年４～５月 

新庁舎建設基本計画策定に向けたアンケート 

市民３千人を対象に新庁舎に備える機能，新庁舎建替えに当たって課

題となる現総合庁舎の取扱いや市民文化会館整備に当たっての市民意

見を把握 

平成２８年６月 

旭川市庁舎整備検討審議会に基本計画について諮問 

旭川市庁舎整備検討審議会に「旭川市新庁舎建設基本計画」について

諮問 

平成２８年６～９月 

関係団体との意見交換 

基本計画（骨子）を用いて市内の市民活動団体ほか各種団体との意見

交換を実施 

平成２８年７～９月 

市庁舎建設基本計画市民ワークショップ 

利用しやすい案内・窓口機能や市民協働スペース・情報発信機能等の

あり方について利用者の視点で検討 

平成２８年９月 

新庁舎建設に関するタウンミーティング 

「旭川市新庁舎建設基本計画案骨子」に示す市の考え方について市民

意見を把握するための意見交換会を２回実施 

平成２８年１０月 

旭川市庁舎整備検討審議会から基本計画について答申 

旭川市庁舎整備検討審議会から「旭川市新庁舎建設基本計画」につい

て答申 

平成２８年１２月 

市庁舎整備調査特別委員会から調査報告 

市庁舎整備に関する，市庁舎整備調査特別委員会での調査経過並びに

結果について調査報告 

平成２８年１２月～ 

平成２９年１月 

意見提出手続（パブリックコメント）の実施 

「旭川市新庁舎建設基本計画（案）」に対する意見提出手続（パブリ

ックコメント）を実施 
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部門間近接配置状況 
 部門機能別コミュニケーション相関図 
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簡易ＶＦＭ試算結果 

市庁舎の整備において，民間資金を活用することができ，かつ他都市の庁舎整備で導入実績のあ

るＰＦＩ事業を導入した場合について，想定される事業スキーム，行政とＰＦＩ事業者とのリスク

分担等を検討，整理するとともに，ＰＳＣとＰＦＩの比較によるＶＦＭの算定を行い，ＰＦＩ導入

に向けた課題を整理する。 

１ ＰＦＩ導入を検討する上での前提条件の整理 

⑴ ＰＦＩ導入シミュレーション算定の前提条件 

市庁舎の整備についてＰＦＩで実施した場合のシミュレーションの算定条件を次のとおり設定

する。ＰＦＩ導入シミュレーションの試算にあたっては，国土交通省が公開している「ＶＦＭ簡易

計算ソフト」を利用した。 

表 ＰＦＩ導入シミュレーションの前提条件 

項目 諸元 備考 

概 

要 

施設規模 市庁舎 ２３，０００㎡
旭川市新庁舎建設基本計画骨子（案）における 
配置案の想定値 

事業手法 ＢＴＯ方式 
ＰＦＩ事業者の税負担の軽減が図れることから，
類似事例を参考にＢＴＯ方式とする 

事業範囲 

設計 
測量調査，設計（基本・実施設計），その他関連業
務（各種許認可等） 

建設 建設，工事監理，備品設置，施設引渡し等 

維持管理 
建築物･設備保守管理，駐車場･外構･植栽保守管理，
清掃･環境衛生保守管理，保安警備，修繕等 

事業期間 
設計・建設    ３年
維持管理    １７年

計      ２０年

 

事
業
費
関
係 

施設整備費 ９，２００，０００千円 国庫補助金：３億円，建設基金：２５億円 
国庫補助金，建設基金を除いた費用は地方債 設計，工事監理費 ４６０，０００千円

外構等整備費 １００，０００千円

維持管理費 ３５３，９７１千円/年
「旭川市庁舎整備検討支援業務」における LCC 算
出結果から，面積あたりの維持管理費を算出し，
１７年で按分 

アドバイザリー費 ２０，０００千円 類似事例を参考に設定 

ＳＰＣ調達金利 ３．５％

過去１０年の長期プライムレートの平均値１．６
６%に，ＰＦＩ事業導入の手引き（内閣府）及び金
融機関ヒアリングを踏まえたリスクプレミアムを
考慮して設定 

ＰＦＩ導入による 
コスト削減率 

事前の金融機関へのヒアリングを踏まえ，施設整備費，維持管理費に対して
３％削減を見込む 

表 算定基礎数値 

地方債償還利率 ０．９% 実効税率 ３０．９%

PFI 事業費割賦利率 ３．７% 法人税（国） ２３．９%

建中金利 ３．５% 事業税（道） ６．７%

優先ローン SPC 調達金利 ３．５% 住民税（道，市町村） ４．０%，６．０%

劣後ローン SPC 調達金利 ５．０% 不動産取得税率 ４．０%

割引率 ３．０% 固定資産税・都市計画税率 １．７%

※資金調達に係る率は，「ＶＦＭ簡易計算ソフト」の設定値を適用。 

※実効税率は「ＶＦＭ簡易計算ソフト」の次式から算出し，他税率は平成２７年度時点の税率を適用。 

実効税率＝（法人税率×（１＋住民税率）＋事業税率）÷（１＋事業税率）
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２ ＶＦＭ及び財政負担額 

⑴ ＶＦＭ及び財政負担額の算出 

事業期間中の総コストを現在価値で比較したＶＦＭは，整備費及び維持管理費のＰＦＩ導入によ

るコスト削減率を３％と見込んだ場合，期間トータルの財政負担額は１３億５，０２０万円の増加，

財政負担率は１０．６６％の増加となった。 

市が負担する名目の事業期間中の総コストについては，公共直接が１６８億８，５５８万円に対

し，ＰＦＩでは１９７億７，０５３万円の事業費が見込まれる。 

表 ＶＦＭ及び財政負担額 

 公共直接 ＰＦＩ事業 

事業期間 
建設 ３年 ３年 

維持管理 １７年 １７年 

ＰＦＩ導入によるコスト削減率 － △３％ 

総コスト（現在価値） １２，６６８，２３０千円 １４，０１８，４３２千円

ＶＦＭ（現在価値換算）   

 財政負担額 
－ 

１，３５０，２０２千円

増加 

 財政負担率 － １０．６６％ 増加 

総コスト（名目：市が負担する実額） １６，８８５，５８２千円 １９，７７０，５２６千円

 支出項目 ２４，１４５，５８２千円 ２１，１１３，８２４千円

収入項目 ７，２６０，０００千円 １，３４３，２９１千円

表 公共直接の内訳（名目）         表 ＰＦＩ事業の内訳（名目） 

支出 

施設整備費用 ９，７６０，０００

支出 

アドバイザリー費用等 ２０，０００
維持管理費用 ６，０１７，５０７  割賦支払額（元本・利息） １３，２４９，１０６

消費税等支払額 ７８８，８８３  
維持管理相当サービス
対価 

７，００４，３８１

地方債償還（元本） ６，９６０，０００  上記に係る消費税等 ８４０，３３７
地方債利息 ６１９，１９２  小計 ２１，１１３，８２４
小計 ２４，１４５，５８２

収入 

国庫補助金 ３００，０００

収入 
国庫補助金 ３００，０００  

住民税･固定資産税 
都市計画税等 

１，０４３，２９１

地方債 ６，９６０，０００  小計 １，３４３，２９１
小計 ７，２６０，０００  支出－

収入 
公共負担額（名目） １９，７７０，５３３

支出－
収入 

公共負担額（名目） １６，８８５，５８２  公共負担額（現在価値） １４，０１８，４３２
公共負担額（現在価値） １２，６６８，２３０  ※単位：千円

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在価値と割引率 

一般に，金銭価値はインフレや金利の影響で時間とともに低下していく。ＰＦＩのように長期事

業の収支の評価はこの影響を受けやすいため，ＶＦＭの算定時には，ＰＳＣ，ＰＦＩのＬＣＣを現

在価値に換算して算定する。 

現在価値とは，将来の支出や収入を現在の価値に換算する考え方である。例えば，１年間の金利

が３％の場合，現在の１００万円は５年後には１１６ 万円，つまり，「５年後の１１６万円は現在

の１００万円と同じ価値である」とする考え方である。 

現在価値は次の式において求められる。   PV＝１／（１＋ｒ）１０ 

例えば，１０年後の１０，０００千円の現在価値（割引率：ｒ＝４％）は， 

ＰＶ＝１０，０００千円／（１＋０．０４）１０ ＝６，７５６千円 となる。 

また，割引率は現在価値に置き換える時に用いる指数で，長期国債利回りの過去の平均等に消費

者物価指数の過去の平均値を加えるケースが多く，今回の試算では３%を適用した。 
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⑵ ＶＦＭ感度分析 

先の庁舎整備に係るＰＦＩ導入事例では，ＶＦＭは特定事業選定時で４～１２％，事業者選定時

で， ２～２８％となっていた。そこで事業費の削減率の設定数値をパラメーターとして感度分析

を行い，削減率の違いによるＶＦＭを算出したものが以下の表である。 

シミュレーションでは，整備費及び維持管理費のＰＦＩ導入によるコスト削減率を３％と見込ん

だ場合でＶＦＭを算出したが，下表からは施設整備費用の削減率が１０％以上あればＶＦＭはプラ

スになる結果となった。 

表 ＶＦＭ感度分析結果 

（施設整備費削減率別・維持管理費削減率別のＶＦＭ算定値（％）） 

維持管理費用 

削減率 

施設整備 

費用削減率 

０％ ５％ １０％ １５％ ２０％ 

０％ -１４．１４  -１２．０４ -１１．０６ -９．２５  -７．０７ 

５％ -１０．４４ -８．３４ -６．２４ -５．２０ -３．３７

１０％ -６．３２ -４．６３ -２．５３ -０．４４ ０．６７

１５％ -２．２０ -０．５４ １．５４ ３．２７ ５．７３

２０％ ２．３３ ３．５６ ５．２５ ７．３２ ９．０７

  注）  ：ＶＦＭ ５％以上 

 

⑶ ＰＦＩ事業者の事業可能性 

本ＰＦＩ事業について，民間事業として可能性があるかどうかを，４つの指標から見ると，本シ

ミュレーションでは以下の結果が得られた。 

計算値はいずれの指標も目標値を上回っており，事業の採算性や融資に対する返済能力などの面

で本ＰＦＩ事業が民間事業側からも成立する可能性はあると評価できる。 

表 ＰＦＩ事業の民間事業としての事業性評価指標算出結果 

 目標値 計算値 

ＰＩＲＲ ３．５％ ３．７９％ 

ＥＩＲＲ ５％ １１．４６％ 

ＤＳＣＲ（平均） １．１０ １．１０ 

ＬＬＣＲ １．１０ １．１５ 

 注）目標値は「ＶＦＭ簡易計算ソフト」においてそれ以上必要とする目標値 
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4 

 

表 ＰＦＩ事業の民間事業としての事業性評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ シミュレーション結果を踏まえたＰＦＩ事業の評価 

今回のシミュレーションでは，事前に民間金融機関へのヒアリングを実施しており，施設整備費，

維持管理費の削減がそれほど多く見込めないことから，ＰＦＩ導入によるコスト削減率を３%とし

て試算した。 

公共が整備費の全額を一般財源から支出した場合とＰＦＩ事業との比較した結果，ＰＦＩ導入に

よるコスト削減率を３％とした場合のＶＦＭは-１０．６６となり，プラスのＶＦＭを確保できな

いことが判明した。 

近年は東日本大震災の復興事業の本格化，２０２０年東京オリンピックの開催準備といった要因

で，全国的に資材費や労務費が高騰しており，今回のシミュレーションで用いたＰＦＩ導入による

コスト削減率３％の削減も難しくなる可能性がある。 

また，維持管理費についても，庁舎の場合は清掃費や警備費など既に一部民間にアウトソーシン

グされているものが多く，削減の余地が少ない可能性がある。 

 

ＰＩＲＲ（Project Internal Rate of Return：内部利益率） 

・事業の投資採算性を計るための指標 

・設備投資額の現在価値と償却前利払前の当期損益の現在価値が一致する割引率のこと 

・ＰＩＲＲが初期投資資金の調達コストを上回れば採算性ありとみる 

・「ＶＦＭ簡易計算ソフト」の目標値は３．５％（優先ローンＳＰＣ調達金利） 

ＤＳＣＲ（Debt Service Coverage Ratio：              ） 

・事業キャッシュフローの元利返済に対する余裕度をみる指標 

・各年度の元利返済前キャッシュフローが，当該年度の元利支払い額の何倍かを示す比 

率で，１よりも大きければ設備借入金の元利返済が可能 

・「ＶＦＭ簡易計算ソフト」の目標値は１．１ 

毎期発生するキャッシュフロー 

借入金返済額＋金利 

ＥＩＲＲ（Equity Internal Rate of Return：株主利益率） 

・出資者の投資採算性を計る指標 

・資本金と元利返済後の当期損益の現在価値の合計とが等しくなる割引率のこと 

・ＥＩＲＲが出資者の投資判断基準以上であれば，出資者にとって事業への投資インセ 

ンティブを持ち得る事業と評価できる 

・「ＶＦＭ簡易計算ソフト」の目標値は５％ 

ＬＬＣＲ（Loan Life Coverage Ratio：                    ） 

・事業の融資に対する返済能力を表す指標 

・借入期間にわたる元利金返済前キャッシュフローの現在価値が借入元本の何倍かを示 

す比率で，１よりも大きければ設備借入金の元利返済が可能 

・「ＶＦＭ簡易計算ソフト」の目標値は１．１ 

Σ（元利金返済前キャッシュフローの現在価値） 

借入元本 
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旭川市新庁舎建設基本計画策定に向けた 

アンケート結果報告書 

【概要版】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川市 
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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

新庁舎に備える各機能，現庁舎周辺エリアで新庁舎を建替えるにあたって課題となる，

現総合庁舎の取扱いや市民文化会館の整備について市民意見を把握し，基本計画策定の

参考とするため，市民を対象としたアンケート調査を実施した。 

 

２ 調査項目 

回答者のプロフィール，市役所の利用状況，新庁舎の建設について，３項目１５問に

を調査項目とした。 

 

３ 調査方法 

⑴ 調査対象地域 旭川市全域 

⑵ 調査対象者 旭川市民のうち 18 歳以上の男女 3,000 人 

⑶ 抽出方法  住民基本台帳から層化 2 段無作為抽出 

⑷ 調査方法  調査票の郵送によるアンケート方式 

⑸ 調査期間  平成 28 年 4 月 8 日～5 月 9 日 

 

４ 回収結果 

⑴ 標本数 

ア 発送数  3,000 人 

イ 戻り分    26 人（相手方不明・転居等のため届かず） 

ウ 実質標本数  2,974 人 

⑵ 総回収数    1,205 人 

⑶ 回収率      40.5％（＝総回収数÷実質標本数） 

⑷ 記入不備等       1 人（白紙） 

⑸ 有効回収数   1,204 人 

⑹ 有効回収率    40.5％（＝有効回収数÷実質標本数） 

 

５ 調査結果の表し方 

⑴ 調査結果の数値は回答率（％）で示している。回答率の母数は，その質問項目に該

当する回答者の数であり，その数はＮで示している。 

⑵ 回答率は，各設問の無回答を含む回答者総数（副設問（注）では該当する回答者数）

に対する百分率（％）で表している。 

注･･･副設問とは，例えばある設問で「ある」，「なし」を回答し，その次に「ある」

と回答した方にのみ追加設問した類の設問を指す。 

⑶ 百分率は小数点第 2 位を四捨五入し，小数点第 1 位まで表示しているため，回答率

の合計が 100％にならない場合がある。 

⑷ 複数の回答を求める設問では，回答率の合計が 100％を超える場合がある。 
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Ⅱ 調査結果 

 

１ 回答者のプロフィール 

 

⑴ 問１ 性別 

回答者 1，204人の性別を見ると，「男性」が 524人（43.5％），「女性」が 659人（54.7％），

「無回答」が 21 人（1.7％）となっており，やや女性の回答率が高くなっている。 

旭川市の人口 345,048 人（平成 28 年 2 月 1 日現在住民基本台帳）のうち，男性が

160,361 人（46.5％），女性が 184,687 人（53.5％）と女性の割合が高くなっており，

同様の傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 問２ 年齢階層 

回答者を年齢層別に見ると，「70 歳以上」が 24.7％と最も高く，次いで「60～69 歳」

が 23.7％，「50～59 歳」が 16.9％で，50 歳以上で全体の 65％以上を占めている。 

旭川市の 18 歳以上の年齢層構成（平成 28 年 2 月 1 日現在住民基本台帳）は 18～19

歳（1.9％），20～29 歳（10.0％），30～39 歳（13.3％），40～49 歳（15.7％），50～59

歳（14.5％），60～69 歳（19.4％），70 歳以上（25.2％）となっており，20～29 歳で

の割合が低い一方，50～59 歳での割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 43.5%

女性 54.7%

無回答 1.7%

Ｎ＝1204 

18～19歳 1.5%

20～29歳 5.4%

30～39歳 11.2%

40～49歳 15.7%

50～59歳 16.9%60～69歳 23.7%

70歳以上 24.7%

無回答 1.0%

Ｎ＝1204 
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２ 市役所の利用状況 

⑴ 訪問の有無 

 

 

市役所への訪問の有無を見ると，訪れたことが

「ある」人が全体では約 70％を超えている。 

 

 

 

 

 

⑵ 来庁先（複数回答） 

 

 

 

市役所を訪れたことがある人について，複数回答

で来庁先を聞いたところ，総合庁舎が 80％以上と最も多く，次いで，第二庁舎，第三

庁舎となっている。 

 

 

 

 

 
 

 

 

⑶ 来庁先で困ったこと（複数回答） 

 

 

 

市役所を訪れたことがある人について，来庁先で困ったこと，不便に感じたことを

聞いたところ，回答者全体で見ると，「庁舎や窓口が分散しており，どこに行けばよい

のかわかりづらい」，「無料駐車場が不足している，駐車場の場所がわかりづらい」，「庁

舎や窓口が分散しており，用事のために何か所もまわらなければならない」と答えた

割合が比較的大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.3%
49.2%

39.7%

24.9%

22.5%

21.9%

19.0%

12.4%

8.1%

庁舎や窓口がわかりづらい

無料駐車場の不足等

何か所もまわらなければならない

通路や待合スペースが狭い

相談スペースの不足等

バリアフリーが十分ではない

建物内の照明が暗い

不便に感じたことはない

建物内が暑い又は寒い N= 889

問３ 最近（おおむね５年以内），市役所を訪れたことがありますか。 

問４ 問３で「ある」とお答えされた方におたずねします。 

訪れた先の庁舎はどちらですか。 

83.0%

44.0%

18.0%

4.0%

2.0%

2.0%

総合庁舎

第二庁舎

第三庁舎

セントラル旭川ビル

朝日生命旭川ビル

不明 N= 889

問５ 問３で「ある」とお答えされた方におたずねします。 

市役所を訪れた際，お困りになったこと，ご不便に感じたことはありますか。 

有り 73.8%

無し 25.1%

無回答 1.1%

Ｎ＝1204 
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新庁舎建設
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知っていた

答えた人が全

いる。 

市民でにぎ

「市民でに

度について

ースやロビー

入手できる機

約 50％近く

市の

市民団体等の

市の歴史，

地場産品

観光情

市民団体

サークル活動等の

れで利用できる待

金

市民が利用できる

図書館機能や

高校生等が使える

全体（Ｎ＝12

７ 新庁舎

発信する

という観

ようにお

６ このア

いました

について 

の理解度 

建設の検討

かの設問で

全体では約

わい，親し

ぎわい，親

聞いたとこ

ー等」，「市

機能」とい

となってい

の情報発信機能

の情報発信機能

文化発信機能

品展示スペース

情報等発信機能

体等の支援機能

の展示コーナー

待合スペース等

金融機関の窓口

郵便局の窓口

るレストラン等

や子ども図書館

る学習スペース

展望機能

204）

舎には，市民

る機能を新た

観点から，次

お考えになり

アンケートの

たか。 

討を進めてい

では，「知っ

約 80％近くと

しまれる新庁

親しまれる」

ろ，「子ども

市のイベント

いった機能に

いる。 

18.4%

11.7%

10.1%

11.2%

19.1%

7.6%

3.6%

26.6%

18.1%

17.4%

18.7%

12.8%

7.7%

10.5%

22

14.4%

13.7%

12.0

民活動や市民

たに備えるこ

次の機能を新

りますか。

の以前から，

高い 

4 

いること

ていた」

となっ

庁舎としての

という観点

も連れでも安

トなどに関す

において，優

31.7%

26.1%

23.5%

26.5%

30.2%

2.0%

25.1%

25.8%

25.2%

21.5%

%

0%

4

3

31

民交流を支援

ことを考え

新庁舎に備

市が新庁舎

やや
高い

Ｎ＝

の機能の優先

点から，新庁

安心して利

する情報発信

優先度が「高

%

%

31.3%

37

35.0%

32.1%

40.1%

2.3%

27

37.3%

36.7%

1.3%

援するため

ています。「

える場合の

舎建設の検

知らなか

20.4%

や
い 

＝1204 

先度 

庁舎に備え

利用できる機

信機能」，「

高い」と「

30.9%

.5%

%

25.6%

21.4%

34.7%

35.2%

7.6%

%

1

1

24.1%

22.0%

19.2%

めの機能や，

「市民でにぎ

の優先度につ

検討を進めて

かった

%

どちらとも
いえない 

える新たな機

機能を備えた

「気軽に観光

「やや高い」

10.6%

14.9%

19.3%

17.6%

14.5%

18.7%

%

11.1%

13.3%

11.7%

15.6%

15.0%

6.2

7.6

9.6%

9.6%

8.1%

8.8%

12.3%

6.6

6.2

6.9%

9.9%

10.4%

16.1%

24.1%

旭川の魅力

ぎわい，親し

ついてあなた

ていることを

知っ

7

回答無し 0.9%

やや 
低い 低

無回答

機能の優

た待合ス

光情報等

の合計

2%

%

%

%

%

%

%

2%

%

%

2.3%

2.3%

2.6%

3.0%

2.6%

2.7%

3.4%

2.9%

2.7%

3.0%

3.1%

3.1%

3.7%

3.0%

力を広く

しまれる」

たはどの

を知って

っていた

78.7%

%

い 

答 
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者に対して
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ますか。 
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１か所でできる
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「やや高い

対して利用し
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18.9

2

11.1%
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30.2%
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9%

29.0%

37.3%
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26.9%
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高い

上での新庁舎

いサービス
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32.2%
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21.9%
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30

やや
高い 

の優先度 

という観点
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超えている。
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8.6%

2.5%
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%

%

%

%

%

%

%
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%

%

%

%

%
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⑷ 新庁舎のデザインと機能性 

 

 

 

 

新庁舎は，旭川市の顔となる質の高いデザイン性がある建物とすべきか，建設費を

抑え機能性や効率性を重視すべきかを聞いたところ，「デザインや外観などに建設費は

かけず，機能性や効率性を重視した庁舎」とする回答が 60％以上となっている。 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

⑸ 新庁舎への家具・木材の使用 

 

 

 

新庁舎に，木のまち・家具のまちである旭川の特色を出していくとした場合の考え

方について聞いたところ，「建設費に配慮しながらできるだけ地元産の木材や家具を使

用した庁舎」とする回答が 70％以上となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

問９ 新庁舎は，旭川市の顔となる質の高いデザイン性がある建物とすべきか，建設

費を抑え機能性や効率性を重視すべきか，あなたのお考えに最も近いのはどれ

ですか。 

問１０ 新庁舎に，木のまち・家具のまちである旭川の特色を出していくとした場合，

あなたのお考えに最も近いのはどれですか。 

機能性や効率性を重視した

庁舎 61.6%

建設費とのバランスを取り

ながら一定のデザイン性に

配慮した庁舎 29.0%

高いデザイン性を有した庁

舎 2.4%

わからない 1.4%

その他 3.0% 回答無し 2.6%

建設費に配慮しながらでき

るだけ地元産の木材や家具

を使用した庁舎 71.7%
地元産の木材や家具の使用

にはこだわらない 20.2%

わからない 2.2%

機能性などに関係なく，地

元産の家具・木材を使用し

た木造庁舎 1.7%

その他 2.9%

回答無し 1.3%

Ｎ＝1204 

Ｎ＝1204 
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新庁舎との一体的な建替え

31.6%

新庁舎とは別に大規模改修

29.2%

建替え・大規模改修の必要

はない 20.0%

よくわからない 14.9%

その他 3.4% 回答無し 0.7%

⑹ 旭川市民文化会館との一体的整備 

 

 

 

 

 

 

 

現庁舎周辺エリアに隣接する旭川市民文化会館との取扱いについて聞いたところ，

「新庁舎との一体的な建替え」とする回答が 31.6％で最も多い。 

また，「新庁舎とは別に大規模改修」とする回答も 29.2％とほぼ同割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 新たな文化会館の機能 

 

 

 

 

現庁舎周辺エリアで新庁舎と一体的に文化会館を整備する場合，新たな施設に備え

る機能の優先度について聞いたところ，「プロのコンサートなどが開催可能な大規模な

ホール」と「市民の文化活動の発表などが可能な小規模なホール」が比較的優先度が

高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１１ 新庁舎の建設場所は，現庁舎周辺エリアに決まりましたが，現庁舎敷地には，

開館から４０年以上が経過し，老朽化が進んでいる旭川市民文化会館（以下「文

化会館」といいます。）があります。 

新庁舎の建設に当たっては，文化会館との役割分担を考えていかなければな

りませんが，今後，文化会館の扱いについて，あなたのお考えに最も近いのは

どれですか。 

問１２ 現庁舎周辺エリアで新庁舎と一体的に文化会館を整備する場合，新たな施設

に次の機能を備える場合の優先度についてあなたはどのようにお考えになりま

すか。 

39.4%

19.2%

9.5%

9.5%

10.7%

24.8%

36.1%

30.0%

27.2%

31.9%

20.9%

27.7%

38.6%

39.2%

36.3%

6.0%

7.6%

10.3%

12.4%

10.5%

5.1%

4.1%

6.0%

6.5%

5.6%

3.9%

5.3%

5.7%

5.3%

5.1%

大規模ホール

小規模ホール

リハーサルルーム

絵画や書道等の展示スペース

講習会やセミナーなどの多目的室

全体（Ｎ＝1204） 高い
やや
高い 

どちらとも 
いえない 

やや 
低い 

低い 無回答

Ｎ＝1204 
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耐震補強工事を実施した上で

保存活用 13.5%

取り壊して敷地を有効に活用

74.3%

わからない 9.0%

その他 1.5%

回答無し 1.7%

復元模型の作成，デジタル映

像化 30.2%

現存する写真，図面等を保

管・展示する 25.1%

歴史性やデザインを継承する

必要はない 23.1%

特徴的な部分を新庁舎に移

築・復元 16.7%

デザインを全面的に新庁舎に

取り入れる 3.2%

その他 1.7%

⑻ 現総合庁舎の取扱い 

 
 

歴史的・文化的価値を有している現総合庁舎について，保存活用すべきか，取り壊

すべきか聞いたところ，「取り壊して敷地を有効に活用」とする回答が 74.3％となっ

ている。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

⑼ 現総合庁舎の保存活用方法（複数回答） 

 

 
 

現総合庁舎について，保存活用すべき

と答えた人に対し，保存活用方策を聞い

たところ，「市役所庁舎の一部」，「歴史的

資料の保管や展示施設」，「市民活動団体

等への貸館」とする回答の割合が比較的

多くなっている。 

 

 

⑽ 現総合庁舎の文化的価値の次世代への継承方法 

 

 

 

 
 

現総合庁舎の歴史性やデザインを次世代に継承していく方法について聞いたところ，

「現総合庁舎の復元模型の作成，デジタル映像化などにより保管・展示する」，「現総

合庁舎について現存する写真，図面等を保管・展示する」とする回答の割合が比較的

多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

問１３ 新庁舎の建設後，あなたは現総合庁舎をどのようにすべきと考えますか。 

問１４ 問 1３で「１．耐震補強工事を実施した上で保存活用」と回答された方におた

ずねします。保存した建物はどのように活用したらいいと思いますか。 

49.1%

46.0%

41.7%

25.2%

4.9%

歴史的資料の保管や展示施設

市役所庁舎の一部

市民活動団体への貸館

美術品等の展示施設

その他

全体 （Ｎ＝163）

問１５ 問 13 で「２．取り壊して敷地を有効に活用」と回答された方におたずねしま

す。現総合庁舎を解体した場合，その歴史性やデザインを何らかの形で次世代

に継承していくことも考えられますが，あなたのお考えに最も近いものは次の

うちどれですか。 

Ｎ＝1204 

Ｎ＝894 
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４ 庁舎建設についての自由意見・提案等 

  庁舎建設についての自由意見・提案等については，409人（有効回答数の40.0％），630

件の意見があった。 

新庁舎の建設に当たっては，「財政負担の軽減・建設費の抑制への配慮」，「機能性・経

済性を重視した庁舎」，「市民の利便性に配慮した庁舎」などを求める意見が多い。 

また，「他施設の有効活用」として，平成28年9月末で閉店することになった西武旭川

店など他の施設を庁舎として活用すべきとの意見が38件あった。 

 

 ■自由意見・提案 

意見内容 件数 

新庁舎の建設に関する意見 財政負担の軽減・建設費の抑制への配慮 57 件

430 件 機能性・経済性を重視した庁舎 57 件

市民の利便性に配慮した庁舎 49 件

他施設の有効活用 38 件

バリアフリー・ユニバーサルデザインへの配慮 32 件

災害に強い庁舎 31 件

旭川らしさが感じられる庁舎 21 件

庁舎規模の適正化 13 件

市民サービスの充実 11 件

地元企業が参画しやすい環境の整備 11 件

シンボル性・デザイン性を意識した庁舎 11 件

新庁舎の建設場所に関する意見 10 件

社会状況の変化への配慮 8 件

新庁舎の建設に期待 8 件

新庁舎は必要ない 8 件

職員の働きやすさに配慮した庁舎 8 件

積極的な情報公開・情報発信についての要望 7 件

自然環境への配慮 6 件

経済性に配慮しならがデザイン性のある庁舎 4 件

周辺景観等への配慮 4 件

早期の建設に期待 4 件

支所機能の充実 3 件

既存物品等の有効利用 2 件

市職員の資質の向上，職員数の適正化 2 件

新庁舎建設への市民意見の積極的な取り入れる 2 件

機能性とデザイン性を兼ね備えた庁舎 2 件

プロポーザル方式による設計者の選定 1 件

その他建設に対する提案・感想など 20 件
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新庁舎の機能としては，「利便性に配慮した駐車場の整備」を求める意見のほか，「分

かりやすい案内機能の導入」，「子ども連れでも気軽に利用できる機能の導入」などを求

める意見があった。 

 

意見内容 件数 

新庁舎の機能に関する意見 利便性に配慮した駐車場の整備 30 件

74 件 分かりやすい案内機能の導入 13 件

子ども連れでも気軽に利用できる機能の導入 8 件

利便性に配慮した窓口機能 5 件

学生向けの学習支援機能の設置 3 件

市民のための休憩やイベント機能の設置 3 件

商業的機能の導入 2 件

商工会議所は入居するべきではない 2 件

売店・食堂の利便性向上 2 件

市民の利便性に配慮した庁舎 2 件

展望施設，レストラン，売店など利便機能の導入 2 件

観光案内機能の充実 1 件

市ゆかりの芸術品・美術品の展示スペースの設置 1 件

 

 

文化会館との一体的整備に関する意見では，全体で21件の意見のうち，文化会館との

一体的な整備について肯定的な意見が18件となっている一方，文化会館との一体的な整

備について否定的な意見は3件となっている。 

 

意見内容 件数 

文化会館に関する意見  21 件 

文化会館との一体的な整備について肯定的な意見 18 件 

新庁舎との一体的整備が必要  10 件 

文化会館の機能・規模の充実  8 件 

文化会館との一体的な整備について否定的な意見 3 件 

文化会館の必要機能の精査  2 件 

文化会館は不要  1 件 
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現総合庁舎に関する意見では，全体で20件の意見のうち，現総合庁舎は解体とする意

見が16件となっている一方，現総合庁舎は保存活用とする意見は4件となっている。 

 

意見内容 件数 

現総合庁舎に関する意見  20 件 

現総合庁舎は解体とする意見 16 件 

財政面を考慮し解体撤去  10 件 

 

保存する価値が感じられない  3 件 

解体はやむを得ない  2 件 

解体撤去して敷地の有効利用  1 件 

現総合庁舎は保存活用とする意見 4 件 

現庁舎のデザインを新庁舎に継承  2 件 

 

耐震改修して引き続き庁舎として利用 
（新庁舎建設せず） 

 
2 件 

 

 

 

その他庁舎建設以外の意見では，まちづくり，市の財政事情，市職員の資質の向上，

職員数の適正化を求める意見などがあった。 

 

意見内容 件数 

庁舎建設以外の意見 まちづくりに向けた意見 23 件

85 件 市の財政事情に関する意見 13 件

市職員の資質の向上，職員数の適正化 12 件

市有施設の整備に関する意見 6 件

庁舎建設以外の事業の充実 4 件

市民サービスの充実 3 件

既存施設の機能分担の必要性 2 件

支所機能の充実 2 件

財政事情に応じた市政運営 1 件

その他市政全般に関する意見 19 件
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答  申  書 
 

 

 

旭川市新庁舎建設基本計画について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹ成㸰㸶ᖺ㸦㸰㸮㸯㸴ᖺ㸧㸯㸮月 

旭川市庁舎整備検討審議会 
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㸯 ࡌࡣめに 

当審議会ࡣ，旭川市庁舎整備検討審議会条例㸦ᖹ成 「7 ᖺ 」 ᭶ 「5 日条例第 11 号㸧

，ࡣ昨ᖺ度，ࢀ設置さࡵࡓࡿࡍ基本的項を調査審議ࡿࡍ関庁舎整備，ࡁ基࡙

ᖹ成㸰㸵ᖺ㸶᭶㸯㸷日市長ࠕࡽ旭川市庁舎整備基本構想ࡘい࡚ࠖ諮問さࢀ，

㸴回ࡢ会議を開催し㸯㸰᭶市長答申を行いましࡓ。 

今ᖺ度ࡣ，市ࡀ㸱᭶策定しࡓ新庁舎建設基本構想ࡘい࡚，㸲᭶ࡢ会議࡛説明

をཷࡓࡅ後，㸴᭶ࡢ第㸶回審議会࠾い࡚，市長ࠕࡽ旭川市新庁舎建設基本計画

まࡀい࡚，市ࡘ項ࡢࡘ㸱ࡢ以ୗࡿࡍ関建設ࡢ新庁舎，ࡾあࡀい࡚ࠖ諮問ࡘ

 。ࡓましࢀࡽࡵ意見を求ࡢ対し࡚案ࡓࡵ

 

㸦㸯㸧 新庁舎ࡢ機能 

㸦㸰㸧 新庁舎ࡢ敷地利用計画 

㸦㸱㸧 新庁舎ࡢ建築計画 

 

当審議会࡛ࡣ，市ࡽ提出ࡢあࡓࡗ新庁舎建設基本計画骨子㸦以ୗࠕ骨子ࠖい

う。㸧を基，途中㸰ࡢࡘ部会を設置し審議を重ࡢࢀࡒࢀࡑ，ࡡ項目ࡘい࡚以ୗࡢ

 。ࡓましࡵまࡾ意見をࡾ࠾

 

 

 

㸰 各項目に関ࡿࡍ審議ࡢ経過 

㸦㸯㸧新庁舎ࡢ機能にࡘい࡚ 

骨子ࡣ，新庁舎建設基本構想࡛決定しࡓ㸴ࡢࡘ役割㸶ࡢࡘ基本方針沿ࡓࡗ

新庁舎ࡢ機能ࡘい࡚具体的࡞整備方針案ࡀ示さࢀましࡓ。 

 

当審議会࡛，ࡢࡽࢀࡇ整備方針案ࡘい࡚，市ࡽ追加࡛示さࡓࢀ他都市ࡢ整備

例ࡶ࡞参考しࡽࡀ࡞，庁舎を利用ࡿࡍ市民ࡢ視点ࡽ，新庁舎備えࡁࡿ

必要࡞機能ࡘい࡚審議を行いましࡓ。 

 

各委員ࡣࡽ，市ࡽ示さࡓࢀ様々࡞整備方針案ࡘい࡚ࡣ，いࡶࢀࡎ必要࡞機

能࡛あࡾ，骨子示さ࡚ࢀいࡿ内容࡛今後基本計画を策定し࡚いࡃいうࡘࡇ

い࡚ࡣ適当࡛あࡿいう意見࡛しࡓ。 

ࡽさ具体的例ࡓࢀ示さ骨子，ࡣい࡚ࡘ基本方針ࡢࡘ㸲ࡢし，以ୗࡔࡓ

内容を追加ࡁࡿࡍいう意見ࡀ多ࡃ出さࢀましࡓ。 

 

࣭基本方針㸯ࡘい࡚ࡣ，総合窓口やカウン࣮ࢱ，相談窓口，案内表示ࡢᑟ入ࡢ

方向性ࡘい࡚ࡶう少し具体的࡞例を挙ࡽࡀ࡞ࡆ記述ࡇࡿࡍ。 
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まࡓ，アࢡセス機能ࡘい࡚ࡣ，障害者や高齢者，公共交通機関利用者配慮

しࡓ利便性ࡢ良いࡿ࡞ࡢࡶ具体的࡞整備例を載ࡇࡿࡏ。 

࣭基本方針㸰ࡘい࡚ࡣ，ス࣮࣌スࡢ᭷効活用ࡶ࡞考えࡽࡀ࡞，市民や職員

必要࡞機能を精査し࡛ୖࡓ，具体的࡞整備例を載ࡇࡿࡏ。 

࣭基本方針㸱ࡘい࡚ࡣ，広場ࡢ整備ࡀ重要ࡂ，࡛ࡢ࡞わいࡢ創出ࡿࡀ࡞ࡘ

 。ࡇࡿࡵ進ࡽ検討をさࡢࡵࡓࡿ࡞広場࡞うࡼ

࣭基本方針㸵ࡘい࡚ࡣ，障害者や高齢者，子ࡶ連ࡢࢀ方いࡓࡗ様々࡞利用

者対し࡚配慮しࡓ，具体的࡞整備例を分ࡾやࡃࡍ載࡞ࡿࡏ，内容ࡢ充

実を図ࡇࡿ。 

 

必ࡡ概，ࡣい࡚ࡘ機能ࡿい࡚ࢀ示さ基本計画，ࡣし࡚結果，当審議会ࡢࡑ

要࡞項ࡣ記載さࡢࡇ，ࡾ࠾࡚ࢀ内容を基基本計画策定当࡛ࡇࡿࡓ良いࡀ，

基本方針㸯，㸰，㸱，㸵ࡘい࡚ࡣ，さࡽ具体的࡞記載を求ࡇࡿࡵしましࡓ。 

 

 

 

㸦㸰㸧新庁舎ࡢ敷地利用計画にࡘい࡚ 

ア 新庁舎規模ࡢ算定 

基本構想࠾い࡚，新庁舎必要࡞規模を㸱万㸴千㎡し，うࡕ㸴千㎡ࡘい࡚

整備ࡓ新，ࡾࡼࡇࡿࡍ使用ࡁ続ࡁ第庁舎を引ࡿい࡚ࢀ確保さࡀ耐震性，ࡣ

，ࡶࡿࡵ努抑制ࡢ業費ࡾ限࡞可能，ࡶࡽࡀ࡞ࡵ定面積を㸱万㎡࡞必要ࡀ

工を段階的行い，㈈政㈇担や工発注ࡢᖹ準化を図ࡇࡿを検討し࡚いࡃし

࡚いましࡓ。 

工発注及び，࡛ࡇࡿࡍ整備新庁舎を段階的，ࡣ構想を踏まえ，骨子࡛ࡢࡇ

業費ࡢᖹ準化や，単ᖺ度当ࡢࡾࡓ㈈政㈇担ࡢ軽減を図ࡶࡿ，将来ࡢ人口減

少ࡢ࡞社会情勢ࡢ変化ࡶ柔軟対応ࡵࡓࡿࡍ，新庁舎を㸰期分࡚ࡅ整備し，

㸯期棟を㸰万㸱千㎡，㸰期棟を㸵千㎡ࡿࡍ案ࡀ示さࢀましࡓ， 

 

  当審議会࠾い࡚，ࡢࡇ案ࡘい࡚審議を行ࢁࡇࡓࡗ，委員ࡣࡽ，㸱万㎡を

୍度建࡚࡚ࡽࡶいࡓいいࡓࡗ意見や，さࡽコンࢡࣃト࡞庁舎を建設し࡛ୖࡓ，

現総合庁舎ࡶ保存し࡚活用ࡁࡍいう意見ࡀ出さࢀましࡓ。 

しし，多ࡢࡃ委員ࡣࡽ，厳しい㈈政状況ࡢ中，建設規模をᑠさࡃしࡘࡘ，市

民サ࣮ビスࡢ向ୖを優ඛしࡓ新庁舎を建࡚ࡿいう市ࡢ案賛同ࡿࡍ意見ࡀ出さࢀ

ましࡓ。 

 

，ࡵ認ࡿ適当࡛あࡣい࡚ࡘ算定ࡢ新庁舎規模，ࡣし࡚結果，当審議会ࡢࡑ

骨子示さࡓࢀ案沿࡚ࡗ，基本計画策定を進࡛ࡇࡿࡵ良いいう結論ࡾ⮳ま

しࡓ。 
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イ 敷地選定ࡢ考え方 

新庁舎ࡢ建設場所ࡘい࡚ࡣ，基本構想࠾い࡚ࠕ現庁舎周辺エࣜアࠖ定࡚ࡵ

いましࡓ。 

第୕庁舎敷総合庁舎敷地ࡢ現庁舎周辺エࣜア内，ࡣ構想を踏まえ，骨子࡛ࡢࡇ

地を比較検討しࡓ結果，新庁舎を建設ࡀࡇࡿࡍ可能࡞空地ࡀあࡵࡓࡿ，仮庁舎ࡢ

建設ࡀ必要ࡃ࡞，重ࡢ移転費用をࡎࡅ早期庁舎建設着手ࡀࡇࡿࡍ可能

 。ࡓましࢀ示さࡀいう案ࡿࡍ新庁舎を建設総合庁舎敷地࡞

 

当審議会࠾い࡚ࡶ，㸰ࡢࡘ敷地を比較検討しࢁࡇࡓ，委員ࡣࡽ市ࡢ案賛

同ࡿࡍ意見ࡀ多ࡃ出さࢀ，特㸵条緑道ࡢࡽ動線を意識しࡓ建設置ࡘい࡚ࡣ，

好意的࡞意見ࡀ出さࢀましࡓ。 

 

基本計画࡛ࡇࡿࡍ建設新庁舎を総合庁舎敷地，ࡣし࡚結果，当審議会ࡢࡑ

策定を進࡚ࡵ良いいう結論ࡾ⮳ましࡓ。 

 

 

 

ウ 敷地利用計画 

  骨子ࡣ，現庁舎敷地ࡢ空地新庁舎を建設しࡓ場合，隣接ࡿࡍ旭川市民文化会

館ࡘい࡚ࡶ，新庁舎建設合わ୍࡚ࡏ体的整備ࡿࡍ案ࡀ示さࢀましࡓ。 

  まࡓ，総合庁舎第୕庁舎ࡣ解体撤去し，敷地ࡢ᭷効利用を図ࡿいう案ࡶ合わ

 。ࡓましࢀ示さ࡚ࡏ

ࡑࢀ流ࡢ整備ࡢ新文化会館，㸰期棟建設ま࡛ࡽを踏まえ，㸯期棟建設ࡽࢀࡇ  

 。ࡓましࢀ示さࡀ費用ࡢ概算ࡿࡍ要ࢀ

 

  当審議会࡛ࡣ，市ࡀ示しࡓ敷地利用計画文化会館ࡢ建替えࡀ示さ࡚ࢀいࡀࡿ，

骨子ࡢࡑࡣ費用ࡘい࡚ࡢ記載࡞ࡀいࡽࡇ，大規模改修建替えࡢ費用ࡀ比

較࡛ࡿࡁ資料ࡘい࡚提出を求࡛ୖࡓࡵ，敷地を୍体的整備ࡿࡍいう市ࡢ案

 。ࡓい࡚審議を行いましࡘ

  審議ࡢ中࡛ࡣ，現総合庁舎，現文化会館，㸵条駐車場ࡣ改修をࡤࢀࡍまࡔ使えࡿ

施設ࡿࢀ愛さ市民ࡶ今後何十ᖺ，ࡤࢀࡍを改修し࡚保全࣭活用࡞内装，࡛ࡢ

ࡿࡍ矛盾を指摘ࡢ第㸶次総合計画ࡓし࡚策定しいう意見やୖ計画ࡿ得ࡾ࡞

意見，文化会館ࡢ建替えを含ࡓࡵ多㢠ࡢ費用㈇担を懸念ࡿࡍ意見ࡀ出さࢀましࡓ。 

୍方࡛，現文化会館を大規模改修ࡿࡍ場合ࡣ長期間ࡢ休館を伴うࡾ࡞ࡇ，大

規模࡞会議等ࡢ誘⮴大࡞ࡁ影響ࡀ出ࡵࡓࡿ，市内࣍ࡢテࣝ業界や観ග業界࡞

及ࡍࡰ経済面ࡢ影響を懸念ࡿࡍ意見ࡶ出さࢀましࡓ。 

まࡓ，多ࡢࡃ委員ࡣࡽ，㸳㸮ᖺඛ，㸯㸮㸮ᖺඛいう将来を見据え，ࡢࡇ機会
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 。ࡓましࢀ出さࡀ意見ࡿࡍ賛成案ࡢいう市ࡃ整備し࡚い敷地୍帯を効率的

  市ࡢ案ࡣ賛成ࡢࡢࡶࡿࡍ，長期及ぶ工期間中ࡢ駐車場確保ࡘい࡚，特

交通弱者ࡢ方ࡢ配慮をしࡾࡗ盛ࡾ込ࡁࡴいう意見ࡶ多ࡃ出さࢀましࡓ。 

 

基本計画，࡚ࡗ沿敷地利用計画ࡓࢀ示さ骨子，ࡣし࡚結果，当審議会ࡢࡑ  

策定を進࡛ࡇࡿࡵ良いいう結論ࡾ⮳ましࡓ。 

将，ࡽࡇࡿ࡞必要ࡀ整備費用ࡢ多㢠，ࡿࡵ建替えを含ࡢ文化会館，࠾࡞  

来大࡞ࡁ㈇担࡞ࡽ࡞いࡼう，市ࡢ㈈政ࣛࣂンスを十分勘案し，長期ࡢ見通し

࡛ࡅࡔ完了後ࡢ新庁舎整備，ࡓま，ࡇࡿࡍ工夫をࡿ費用を抑え，ࡶ確保ࡢ

ࡿࡵう求ࡼࡴ組ࡾྲྀࡽࡀ࡞配慮し，ࡶい࡚ࡘ確保ࡢ駐車場ࡢ整備期間中，ࡃ࡞ࡣ

 。ࡓましࡾ⮳いう結論

 

 

 

㸦㸱㸧新庁舎ࡢ建築計画にࡘい࡚ 

新庁舎ࡢ建築計画ࡘい࡚ࡣ，骨子㸯期棟ࡢ庁舎ࡢ基本的࣮ࢰニンࡀࢢ示さࢀ

い࡚示さࡘ内容ࡃ検討をし࡚いࡁ続ࡁい࡚引ࡘ建築計画及び構造計画，ࡓ

 。ࡓましࢀ

 

当審議会࠾い࡚，ࡢࡇ案ࡘい࡚審議を行ࢁࡇࡓࡗ，市民ࡀ利用ࡿࡍ部分を

ప層階配置ࡿࡍいう基本的࣮ࢰニンࡘࢢい࡚ࢀࡇ，ࡣま࡛ࡢ審議ࡢ中࡛ࡶ繰

出ࡀ意見ࡓࡗい良い࡛ࡇࡿࡵ進ࡾ࠾ࡢ骨子，ࡾ意見࡛あࡓい࡚ࢀ返し出さࡾ

さࢀましࡓ。 

 

内ࡓࢀ示さ骨子，ࡣい࡚ࡘ建築計画ࡢ新庁舎，ࡣし࡚結果，当審議会ࡢࡑ

容࡛基本計画策定を進࡚ࡵ良いいう結論ࡾ⮳ましࡓ。 
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㸱 まとめ 

当審議会࡛ࡢ審議ࡘい࡚，ࡢࡑ経過を含ࢀࡇ࡚ࡵま࡛述ࡁ࡚ましࡀࡓ，改ࡵ

࡚，市ࡽ諮問ࡢあࡓࡗ項目ࡘい࡚，以ୗࡾ࠾ࡢ答申いࡓしまࡍ。 

 

㸦㸯㸧新庁舎ࡢ機能 

新庁舎ࡢ機能にࡘい࡚ࡣ，骨子に示さࢀた内容に基࡙き基本計画策定を進め࡚良

い。 

 

 。ࡇࡿ充実を図ࡢ内容ࡽさ，ࡣい࡚ࡘࡘ㸲ࡢ以ୗ，ࡕうࡢし，基本方針ࡔࡓ

 

○基本方針㸯   総合窓口やカウン࣮ࢱ，相談窓口，案内表示ࡢᑟ入ࡢ方向性

 。ࡇࡿࡍ記述ࡽࡀ࡞ࡆ例を挙࡞う少し具体的ࡶい࡚ࡘ

まࡓ，アࢡセス機能ࡘい࡚ࡣ，障害者や高齢者，公共交通

機関利用者配慮しࡓ利便性ࡢ良いࡼࡿ࡞ࡢࡶう࡞，具体的

 。ࡇࡿࡏ整備例を載࡞

○基本方針㸰   ス࣮࣌スࡢ᭷効活用ࡶ࡞考えࡽࡀ࡞，市民や職員必要࡞

機能を精査し࡛ୖࡓ，具体的࡞整備例を載ࡇࡿࡏ。 

○基本方針㸱   広場ࡢ整備ࡀ重要ࡂ，࡛ࡢ࡞わいࡢ創出ࡼࡿࡀ࡞ࡘう࡞

広場ࡢࡵࡓࡿ࡞検討をさࡽ進ࡇࡿࡵ。 

○基本方針㸵   障害者や高齢者，子ࡶ連ࡢࢀ方いࡓࡗ様々࡞利用者対

し࡚配慮しࡓ，具体的࡞整備例を分ࡾやࡃࡍ載࡞ࡿࡏ，

内容ࡢ充実を図ࡇࡿ。 

 

 

㸦㸰㸧新庁舎ࡢ敷地利用計画 

新庁舎ࡢ敷地利用計画にࡘい࡚ࡣ，骨子に示さࢀた内容に基࡙き基本計画策定を

進め࡚良い。 

 

将来，ࡽࡇࡿ࡞必要ࡀ費用ࡢ多㢠ࡣ全体整備ࡓࡵし，文化会館を含ࡔࡓ

見通ࡢ勘案し，長期ンスを十分ࣛࣂ㈈政ࡢう，市ࡼい࡞㈇担を残さࡅࡔࡿࡁ࡛

しࡢ確保ࡶ，費用を抑えࡿ工夫をࡇࡿࡍ。 

まࡓ，新庁舎整備ࡢ工終了後ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ，整備期間中࠾い࡚ࡶ，駐車場ࡢ

確保ࡘい࡚配慮ࡇࡿࡍ。 

 

 

㸦㸱㸧新庁舎ࡢ建築計画 

新庁舎ࡢ建築計画にࡘい࡚ࡣ，骨子に示さࢀた内容に基࡙き基本計画策定を進め

࡚良い。  
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㸲 おわࡾに 

当審議会࡛ࡣ，昨ᖺࡢ基本構想対ࡿࡍ答申引ࡁ続ࡁ，今ᖺ度諮問さࡓࢀ旭川

市新庁舎建設基本計画ࡘい࡚，追加提出さࡓࢀ資料ࡶ用いࡽࡀ࡞慎重審議を重

࡛ࢁࡇࡓ答申をᑟいࡢ合意を得࡚，ୖ記ࡢ委員ࡢ結果，大方ࡢࡑ。ࡓましࡁ࡚ࡡ

あࡾまࡍ。 

新庁舎ࡢ建設ࡣ，旭川市ࡢまࡢࡾࡃ࡙ࡕ根幹を担う大業࡛あࡾ，当審議会ࡢ委

員ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ，旭川市ࡢ次代を担う子ࡶ࡚ࡗࡕࡓࡶ大࡞ࡁ影響を与えࡿ重

要࡞問㢟࡛あࡾまࡍ。 

当審議会࠾い࡚ࡶ，まࡢࡕ将来を見据えࡽࡀ࡞慎重審議を進ࡁ࡚ࡵましࡀࡓ，

ࡶ࡚ࡗࡶ関心を市民ࡢࡃ多ࡽさ，ࡣ中࡛ࡴ進基本設計，実施設計，ࡽࢀࡇ

 。ࡍまࡾ重要࡛あࡀࡇࡃい࡚ࡵ進寧，ࡽࡀ࡞ࡅ耳を傾意見ࡢࡃい，多ࡽ

基本構想，基本計画ࡘい࡚ࡢ審議，答申を終え，当審議会し࡚ࡢ役割ࡣ終え

まࡀࡍ，今後ࡢ新庁舎整備ࡢ検討当ࡣ࡚ࡗࡓ，当審議会ࡢ答申ࡀ積極的活用さ

 。ࡍまࡵ求ࡃう強ࡼࡿࢀ配慮さ十分，ࡘ，ࢀ

新࡞ࡓ庁舎ࠕ，ࡀ市民࡛ࡂわい，親しまࡿࢀシビッࢡセン࣮ࠖࢱし࡚，旭川ࡢ

新࡞ࡓシンࡾ࡞ࣝ࣎，いࡘま࡛ࡶ市民愛さࡿࢀ庁舎ࡇࡿ࡞を委員୍同心

 。ࡍまࡾ࠾期待し࡚ࡽ

 

 

以ୖ 
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旭川市庁舎整備検討審議会委員名簿䠄ᖹ成２８ᖺ度䠅 

䠄䠑０音順，敬称略䠅 

氏  名 所属団体名等 

赤間 結衣 බ募委員 

泉 昌成 旭川市ＰＴＡ連合会 副会長 

大㔝 剛志 旭川大学 准教授 

大矢 郎 東海大学 名誉教授 

小⏿ 忠義 旭川市内農協連絡会議 

鎌田 盛紀 බ募委員 

小海 紘尚 学生自主組織䛿しっくす 代表 

後藤 幸訓 連合海道旭川地区連合会 副会長 

齊藤 裕美 一般社団法人海道建築士会旭川支部 

惣伊田 敏行 

䠄䠒月２８日から䠅 
旭川市商店街振興組合連合会 副理長 

髙津 修 特定非営利活動法人旭川障害者連絡協議会 理長 

辻廣 博美 බ募委員 

永瀬 充 බ募委員 

長谷川 淳子 旭川市市民委員会連絡協議会女性部会 会長 

林 徹男 旭川市市民委員会連絡協議会 副会長 

┾壁 利昭 

䠄䠒月䠒日まで䠅 
旭川市商店街振興組合連合会 副理長 

松田 一夫 旭川市老人クラブ連合会 副会長 

松㔝 和彦 旭川市中心市街地活性協議会 副会長 

森崎 ┿美恵 一般社団法人旭川観光コンベンション協会 主任 

ඵ㔜樫 良 海道教育大学旭川校 教授 

山中 正志渡 旭川市消防団 副団長 
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旭川市庁舎整備検討審議会検討経過䠄ᖹ成２８ᖺ度䠅 

 

回 開 催 日 議   題 

第㸵回 ᖹ成 「8 ᖺ 4 月 「6 日㸦火㸧 
࣭議題ࠕ旭川市新庁舎建設基本構想について  ࠖ

 ュ࣮ルについてࠖࢪケࢫ検討ࠕ   

第㸶回 ᖹ成 「8 ᖺ 6 月 」 日㸦金㸧 

࣭諮問 

࣭市長挨拶 

࣭議題ࠕ旭川市新庁舎建設基本計画骨子に 

ついてࠖ 

 審議日程等についてࠖࠕ   

第㸷回 ᖹ成 「8 ᖺ 7 月 5 日㸦火㸧 
࣭議題ࠕ部会の設置についてࠖ 

 新庁舎の敷地利用計画についてࠖࠕ   

第㸯部会 

第㸯回 
ᖹ成 「8 ᖺ 7 月 「7 日㸦水㸧 

࣭議題ࠕ会議のル࣮ルについてࠖ 

 新庁舎の機能についてࠖࠕ   

 新庁舎の敷地利用計画についてࠖࠕ   

第㸰部会 

第㸯回 
ᖹ成 「8 ᖺ 7 月 「8 日㸦木㸧 

࣭議題ࠕ会議のル࣮ルについてࠖ 

 新庁舎の機能についてࠖࠕ   

 新庁舎の敷地利用計画についてࠖࠕ   

第㸯部会 

第㸰回 
ᖹ成 「8 ᖺ 8 月 9 日㸦火㸧 

࣭議題ࠕ新庁舎の機能についてࠖ 

 新庁舎の敷地利用計画についてࠖࠕ   

 新庁舎の建築計画についてࠖࠕ

第㸰部会 

第㸰回  
ᖹ成 「8 ᖺ 8 月 19 日㸦金㸧 

࣭議題ࠕ新庁舎の機能についてࠖ 

 新庁舎の敷地利用計画についてࠖࠕ   

 新庁舎の建築計画についてࠖࠕ

第㸯㸮回 ᖹ成 「8 ᖺ 8 月 」0 日㸦火㸧 

࣭部会からの報告 

࣭議題ࠕ新庁舎の機能についてࠖ 

 新庁舎の敷地利用計画についてࠖࠕ   

 新庁舎の建築計画についてࠖࠕ

第㸯㸯回 ᖹ成 「8 ᖺ 10 月 7 日㸦金㸧 ࣭議題ࠕ答申書についてࠖ 

第㸯㸰回 ᖹ成 「8 ᖺ 10 月 「0 日㸦木㸧 ࣭答申 
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市庁舎整備調査特別委員会 調査報告書 

 

 

ᖹ成㸰㸵ᖺ第㸰回定例会に࠾いて，本特別委員会に付託さࢀた市庁舎整備に関すࡿ

調査について，その調査経過並びに結果を次のとࡾ࠾報告すࡿ。 

 

 

 ᖹ成㸰㸶ᖺ㸯㸰月㸶日 

 

 

旭川市議会 

 議長 塩 尻 伸 司 様 

 

 

 

 

市庁舎整備調査特別委員会 

委員長  笠 木 ࡿ࠾ 
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㸯 調 査 経 過 

定

ᖹ成㸰㸵ᖺ㸵᭶㸱日ࡽᖹ成㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸶日ࡢ࡛ࡲ間，都合㸯㸷回わたࡾ本特

別委員会を開催ࡋ，慎㔜調査を行ࡗた。定

定

委員会の開催状況 

開催ᖺ᭶日定 調定 査定 概定 要定

ᖹ成「7ᖺ㸵᭶㸱日定

第㸯回委員会定

㸯定 調査目的ࡢ確認定

㸰定 代表者会議ࡢ設置定

ᖹ成「7ᖺ㸶᭶㸳日定

第㸰回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

定 ࣭旭川市庁舎整備基本構想策ᐃ向けた検討定

定 ࣭庁舎整備検討࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ定

定 ࣭庁舎整備係ࡿ関係団体ࡢ意見交換定

㸰定 資料要求定

定 ࣭中㔝，ୖᮧ両委員ࡽ資料要求ࡀあࡗた。定

ᖹ成「7ᖺ㸷᭶㸵日定

第㸱回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

定 ࣭旭川市庁舎整備タウンミ࣮ࢸンࢢ開催報告定

定 ࣭旭川市庁舎整備検討審議会ࡢ諮問㸦基本構想㸧定

定 ࣭旭川市庁舎整備関すࡿ市民ンࢺ࣮ࢣ結果定

定 ࣭関係団体ࡢࡽ意見及び意見交換最終報告定

㸰定 質疑定

࣭ୖᮧ，白鳥，中㔝，ࡢや，金谷各委員ࡽ質疑ࡀあࡗた。定

㸱定 資料要求定

࣭久保委員ࡽ資料要求ࡀあࡗた。定

ᖹ成「7ᖺ㸷᭶㸶日定

第㸲回委員会定

㸯定 質疑定

࣭久保，福居，高木，室井，ᑠ松，松家各委員ࡽ質疑ࡀ定 定 定 定

あࡗた。定

㸰定 資料要求定

定 ࣭ୖᮧ，久保両委員ࡽ資料要求ࡀあࡗた。定

ᖹ成「7ᖺ10᭶「7日定

第㸳回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

定 ࣭庁舎整備係ࡿ職員ンࢺ࣮ࢣ結果定

定 ࣭旭川市庁舎整備࣮ࣝࢩンࢺ࣮ࢣ結果報告定

㸰定 質疑定

定 ࣭ୖᮧ，白鳥，中㔝，ࡢや，久保，金谷各委員ࡽ質疑ࡀ

あࡗた。定

ᖹ成「7ᖺ10᭶「8日定

第㸴回委員会定

㸯定 質疑定

࣭福居，松家，室井，ᑠ松各委員ࡽ質疑ࡀあࡗた。定

ᖹ成「7ᖺ1「᭶11日定

第㸵回委員会定

㸯定定議長ᐄ࡚中間報告書及び委員長口頭中間報告ࡢ決ᐃ定

ᖹ成「8ᖺ㸰᭶㸶日定

第㸶回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

定 ࣭旭川市庁舎整備検討審議会ࡢࡽ答申㸦基本構想㸧定

定 ࣭庁舎整備関すࡿ来庁者ンࢺ࣮ࢣ結果報告定

定 ࣭旭川市新庁舎建設基本構想㸦案㸧定

㸰定 質疑定

定 ࣭ୖᮧ，中㔝，ᑠ松，久保，金谷各委員ࡽ質疑ࡀあࡗた。定
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ᖹ成「8ᖺ㸲᭶11日定

第㸷回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

࣭旭川市新庁舎建設基本構想㸦案㸧対すࡿ意見提出手続ࡢ

実施結果旭川市ࡢ考え方定

࣭旭川市新庁舎建設基本構想定

࣭旭川市新庁舎建設基本構想㸦案㸧ࡢࡽ修正箇所定

࣭ᖹ成㸰㸶ᖺ度新庁舎建設検討࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ定

ᖹ成「8ᖺ㸳᭶16日定

第10回委員会定

㸯定 質疑定

定 ࣭ୖᮧ，中㔝，ᑠ松各委員ࡽ質疑ࡀあࡗた。定

ᖹ成「8ᖺ㸳᭶17日定

第11回委員会定

㸯定 質疑定

定 ࣭久保，白鳥，室井各委員ࡽ質疑ࡀあࡗた。定

ᖹ成「8ᖺ㸴᭶㸱日定

第1「回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

࣭旭川市新庁舎建設基本計画策ᐃ向けたンࢺ࣮ࢣ結果報

告㸦㏿報版㸧定

定 ࣭旭川市新庁舎建設基本計画骨子定

㸰定 資料要求定

定 ࣭ୖᮧ，久保両委員ࡽ資料要求ࡀあࡗた。定

ᖹ成「8ᖺ㸵᭶1重日定

第1」回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

定 ࣭旭川市新庁舎建設基本計画策ᐃ向けたンࢺ࣮ࢣ結果報

告定

定 ࣭旭川市ࡢ新たࢩ࡞ビッࢡセンタ࣮整備関すࡿ提言定

㸰定 質疑定

定 ࣭ୖᮧ，高木，中㔝，ࡢや各委員ࡽ質疑ࡀあࡗた。定

㸱定 資料要求定

定 ࣭久保委員ࡽ資料要求ࡀあࡗた。定

ᖹ成「8ᖺ㸵᭶「0日定

第14回委員会定

㸯定 質疑定

定 ࣭金谷，久保，福居，白鳥，室井，ᑠ松各委員ࡽ質疑ࡀ定 定 定 定

あࡗた。定

ᖹ成「8ᖺ10᭶「7日定

第15回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

定 ࣭㸯期棟建築面積ࡢ拡張定

定 ࣭基本計画策ᐃ向けた関係団体ࡢ意見交換報告定

定 ࣭庁舎建設関すࡿタウンミ࣮ࢸンࢢ開催報告定

定 ࣭旭川市新庁舎建設基本計画市民ワ࣮ࣙࢩࢡッࣉ報告定

定 ࣭庁舎建設対すࡿ団体ࡢࡽ要望書定

定 ࣭新庁舎建設基本計画策ᐃ向けた検討状況定

定 ࣭旭川市庁舎整備検討審議会ࡢࡽ答申㸦基本計画㸧定

㸰定 質疑定

定 ࣭ୖᮧ，白鳥，中㔝，ࡢや，久保各委員ࡽ質疑ࡀあࡗた。定

ᖹ成「8ᖺ10᭶「8日定

第16回委員会定

㸯定 質疑定

定 ࣭金谷，林，高木，室井，ᑠ松，福居各委員ࡽ質疑ࡀあࡗ

た。定

ᖹ成「8ᖺ11᭶18日定

第17回委員会定

㸯定 各会派及び無所属委員ࡢࡽ意見開陳定

ᖹ成「8ᖺ1「᭶㸰日定

第18回委員会定

㸯定 理事者ࡽ説明定

定 ࣭旭川市新庁舎建設基本計画㸦案㸧定

㸰定 質疑定

定 ࣭ୖᮧ，松家，中㔝，ࡢや，久保，金谷各委員ࡽ質疑ࡀ

あࡗた。定

ᖹ成「8ᖺ1「᭶㸶日定

第1重回委員会定

㸯定 議長ᐄ࡚調査報告書及び委員長口頭報告ࡢ決ᐃ定
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㸰 調 査 結 果 

定

市庁舎整備当たࡣ࡚ࡗ，市民ࡢ意見ࡾࡼࡶࡣ，本委員会࠾けࡿ以ୗࡢ意見，提

言等を真摯ཷけࡵ，寧ࡘ慎㔜進࡛ࡁࡿࡵあࡿ。定

定

㸯定 い࡚，市民ࡘいう基本理念センタ࣮ࠖࢡビッࢩࡿࢀࡲࡋわい，親ࡂ市民࡛ࠕ

文化会館ࡢ連携わࡢ࡚ࡗ考え方࡞，そࡢ達成向けた内容を示すこ。定

㸰定 現庁舎ࡣ耐震性ࡢ不足，庁舎機能ศ散化ࡿࡼ市民ࡢ利便性ࡢ低ୗ，狭隘化等ࡢ

問題ࡀあࡾ，早急࡞対応ࡢ必要性ࡀあࡀࡿ，建設資ᮦや人件費ࡢ高騰ࡀ࡞予想ࢀࡉ

定。こࡿࡵດ抑制ࡢ建設費，ࡋを精査࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ建設，ࡽこࡿ

㸱定 新庁舎ࡢ規模ࡘい࡚ࡣ，狭隘化ࡢ解消やワンࢺࢫッ࣮ࢧࣉビࡢࢫ実現ࡢたࡢࡵ面

積確保配慮すࡶࡿ，厳ࡋい財政事情や人口変動を຺案ࡋ，全体ࡢ面積ࡣ必要

最ᑠ限ࡼࡿࡵうດࡵたୖ࡛明記すࡿこ。定

㸲定 新庁舎ࡢ機能ࡘい࡚ࡣ，窓口機能ࡢ充実，࣮ࣜࣇࣜࣂやࣘニࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂン

，うࡼࡿ࡞庁舎ࡿࡁ利用࡛࡚ࡋ安心ࡀࡶせ，誰ࡉ利便性を向ୖࡢ市民，࡞ᑟ入ࡢ

設計࠾い࡚ࡿ࡞ࡽࡉࡶ検討をす࡛ࡁあࡿこࡲ。た，省エネ࣮ࣝࢠ化や新エネࣝ

定。こࡿ配慮すࡶ環境，࡞ᑟ入ࡢ࣮ࢠ

㸳定 市庁舎整備ࡀ財政及ぼす影響を考慮ࡋ，庁舎建設整備基金ࡿ࡞ࡽࡉࡢ積ࡳ立࡚，

国ࡢ補ຓ金活用，市民ࡢࡽ寄附金࡞，財源確保ດࡿࡵこ。定

㸴定 木ᮦを初ࡵ地場製品等ࡢ活用や地元ࡢ建設業者ཷࡀ注࡛ࡿࡁ建設手法す࡞ࡿ，

地場産業ࡢ振興配慮すࡿこࡲ。た，市᭷林を活用ࡋたྲྀࡾ組ࡘࡳい࡚ࡶ検討す

定。こࡿ

㸵定 㸵条地ୗ駐車場ࡢ扱いࡘい࡚ࡣ，新た駐車場を整備すࡿ場合改修利用すࡿ場

合ࡢ費用想ᐃを比較ࡲ，ࡋた，新庁舎や市民文化会館ࡢ利便性ࡶ考慮ୖࡢ，検討すࡿ

こ。定

㸶定 今後ࡢ庁舎整備当たࡣ࡚ࡗ，市民意見を十ศ反映ࡉせࡿたࣜࣈࣃ，ࡵッࢡコメ

ンࢺ以外ࡶ市民参加ࡢ機会を確保すࡿこ。特，若い世代ࡢ参画ࡀ少࡞いいう

課題ࡀあࡿこ୍ࡾࡼ，ࡽ層効果的࡞意見聴ྲྀດࡿࡵこ。定

㸷定 現総合庁舎や市民文化会館ࡢ扱いࡘい࡚࡞ࡲࡊࡲࡉ，ࡣ意見ࡀあࡿこࡽ，十

ศ࡞市民ࡢ説明や適ษ࡞事ົ手続࡞ດࡵ，市民ࡢ合意形成を図ࡿこ。定

集約を見た。定ࡢ意見ࡢ

定 た。定ࢀࡉ示ࡀ意見ࡾ࠾ࡢ別紙ࡽ各会派及び無所属委員，ࡋ関市庁舎整備，࠾࡞

資料　６

34



㸦ู紙㸧 

市庁舎整備調査特ู委員会ࡿࡅ࠾各会派及び無所属委員ࡢ意見 

 

࠙自民党࣭市民会議ࠚ 

 

㸯 基本理念ࡘい࡚ 

市民࡛ࡂわい，親ࣅࢩࡿࢀࡲࡋッࢡセンࡣࡵࡓࡿࡍ࣮ࢱ，市民文化会館ࡢ連

携ࡀ可Ḟ࡛あࡢࡑ，ࡾ考え方ࢆ明グ࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

  

㸰 地場製品等ࡢ活用ࡘい࡚ 

庁舎建設当ࡣ࡚ࡗࡓ，木材ࡢ活用ࢆ積極的進࡛ࡁࡿࡵあࡢࡑ，ࡾ㝿ࡣ市᭷林

木材ࡢ建材活用ࢆ図࡛ࡁࡿあࠋࡿ 

 

㸱 庁舎ࡢ規模ࡘい࡚ 

執ົ環境計画検討業ົ委クࡿ࡞ࡽࡉ࡚ࡗࡼ必要面積ࡢ縮減ࡀ可能࡚ࡗ࡞いࠋࡿ仮

ࡋ見通ࡢ整備面積縮減ࡓࡅ向今後，ࡤࢀࡍいࡋ㞴ࡀ面積縮減ࡢ段階࡛ࡢ基本計画

や考え方ࢆ明グ࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸲 地ୗ駐車場ࡢ扱いࡘい࡚ 

現段階࡛ࡣ，撤去改修⥅⥆利用ࡢ選択肢ࡀ残࡚ࢀࡉいࡿ状況あࠋࡿ今後，新ࡓ

駐車場ࢆ整備ࡿࡍ場合ࡢ費用想定改修利用ࡢ比較及び新庁舎࣭市民文化会館ࡢ利便

性ࡶ考慮ୖࡢ，今後ࡢ検討材料࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸳 敷地利用計画㸦敷地利用計画検討ࡢ方向性㸧ࡘい࡚ 

新庁舎市民文化会館୍ࡢ体的整備ࡣ賛成࡛あࡾ，建࡚えࡢ方向性ࡘい࡚ࡶ賛

，ࡣい࡚ࡘ是非ࡢえ建࡚ࡢ市民文化会館ࡓࢀࡉࡿあࡀ問㢟ᨻ策形成経過ࠋࡿࡍྠ

所定ࡢ手⥆ࢆࡁ経ࢆࡇࡿ含ࡵ，早期結論ࢆᑟࡼࡃうດ力࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸴 敷地利用計画㸦既存庁舎ࡾྲྀࡢ扱い㸧ࡘい࡚ 

既存庁舎ࡘい࡚ࡣ，保存利活用ࢆ求ࡿࡵ意見ࡣあࡢࡢࡶࡿ，耐震改修要ࡿࡍ費用

ࡋ解体ࠋࡿࢀࡽ考えいࡋ㞴ࡶࡽ面ࡢ費用対効果ࡿえࡲ踏ࢆ利便性ࡢ㝿ࡢ利活用

敷地ࡢ᭷効利用ࢆ図ࡢࡁࡿ方向性ࡣ賛ྠࡀࡿࡍ，現庁舎ࡢ歴史性や文化的価値ࢆ

ḟ世代⥅承࡚ࡋいࡵࡓࡃ最大限，ດ࡛ࡁࡿࡵあࠋࡿ 

 

㸵 今後ࡢ庁舎整備ࡿࡅ࠾若い世代ࡢ意見反映ࡘい࡚ 

庁舎࡞ࡓ新，ࡣい࡚࠾機会ࡢ市民意見聴ྲྀ࡞ࡲࡊࡲࡉやࢺ࣮ࢣン市民ࡢ࡛ࡲࢀࡇ

今後ࠋࡓࡗあࡀいう課㢟い࡞少ࡀ参画ࡢ若い世代ࡿࢀ思わࡿࡍ᭷ࢆ関連性ࡶ最

࡞効果的ࡢ層୍ࡾࡼࠊ࡞ࡿࡆୖࡕ立ࢆࣉ࣮ࣝࢢࢢン࢟ワ࣮ࡢ若手職員ࡢ市ࠊࡣい࡚࠾

意見聴ྲྀດ࡛ࡁࡿࡵあࠋࡿ 
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࠙民主࣭市民連合ࠚ 

 

㸯 庁舎建設ࡢ必要性  

現市庁舎ࡢ耐震性ࡢ足，庁舎機能ࡢศ散化，⊃隘化，災害Ⓨ生時࠾い࡚必要࡞

必要ࡀ整備࡞早急ࡶࡵࡓࡢ解決ࡢ問㢟࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ࡞足ࡢ足，駐車場ࡢ機能ࡿ

 ࠋࡿ考え妥当ࢆ必要性ࡿࡅ࠾基本計画骨子，ࡽࡇࡿࢀࡽ考え

 

㸰 新庁舎ࡢ基本理念  

市民，職員ࡾࡼ࡚ࡗ使いやࡃࡍ，機能的࡛ࡇࡿࡍࡢࡶ࡞，市民ࡢ利便性職

員ࡢົ効率ࡀ向ୖࡿࡍ機能的࡞庁舎ࢆ目指ࠕࡍ従来機能ࡢ向ୖ 市民活࡞多様，ࡓࡲࠖ，

動ࡢ支援ࡢᣐ点ࡘ，ࡾ࡞，芸術や文化，ࡾࡃ࡙ࡢࡶいࡓࡗ旭川ࢆࡉࡋࡽ市民ࡶࡣ

付加ࡢ機能࡞ࡓ新ࠕࡓࡗいࡿࡍⓎ信ࡶ観ග客ࡾࡼ いう既成市庁舎，ࡣࡽࡉࠖ，

概念ࡽわ࡞ࡢࡇࡿࢀい新ࡃࡋ自由࡞Ⓨ想࡛市民親ࡿࢀࡲࡋ機能等ࡶ検討࡚ࡋい

ࡿࡅ࠾いう基本計画骨子࣮ࠖࢱセンࢡッࣅࢩࡿࢀࡲࡋわい，親ࡂ市民࡛ࠕ，ࡁࡔࡓ

基本理念ࢆ㐩成࡛ࢆࡢࡶࡿࡁ望ࠋࡴ 

 

㸱 新庁舎ࡀ備えࡁࡿ機能役割 

基本理念ࡢ㐩成ࡵࡓࡢ基本計画骨子掲ࡓࢀࡽࡆ㸴ࡢࡘ役割㸦市民࡙ࡕࡲ，ࢫࣅ࣮ࢧ

基本方針㸦利用ࡢࡘ㸶ࡢࡵࡓࡿࡍ実現ࢆ行ᨻົ，議会，危機管理，環境ඛᑟ㸧，ࡾࡃ

，庁舎࡞庁舎，機能的࣭効率的ࡿ࡞中心ࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲ，庁舎ࡿࢀࡲࡋい庁舎，親ࡍやࡋ

⊂立性ࢆ保ࡘࡘࡕ，市民開ࡓࢀ議会，Ᏻ心࣭Ᏻ全࡞庁舎，人やࡋࡉい庁舎，地球

ࡍ賛成設定ࡢ各機能ࡓࡋࢆࡅ方向࡙࡞具体的基本方針ࡢࡑ，ࡓࡲ，い庁舎㸧ࡋࡉや

 ࠋࡿ

 

㸲 新庁舎ࡢ規模ࡘい࡚ 

全体ࡢ規模ࢆ㸱㸴千ᖹ方࣓࣮ࡋࣝࢺ，既存ࡢ第㸰庁舎㸴千ᖹ方࣓࣮ࢆࣝࢺ⥅⥆利

用，㸯期工࠾い࡚㸰㸱千ᖹ方࣓࣮ࣝࢺ，㸰期工࠾い࡚残ࡢࡾ㸵千ᖹ方࣓࣮ࢺ

ࡶ࡞人口変動ࡿࢀࡉ今後予測，ࡀࡿࢀ思わいࡼいう基本計画骨子࡛ࡿࡍ整備ࢆࣝ

຺案ࡿࡍ必要ࡀあࡿ思わࠋࡿࢀ 

 

㸳 新庁舎ࡢ敷地ࡘい࡚ 

多ࡢࡃ市民ࡢࡳࡌ࡞ࡶ深い現庁舎周辺いう案࡛ࡼいࡣ思わࡀࡿࢀ，隣接ࡿࡍ市

民文化会館ࡢ将来的࡞改修，建࡚えいࡓࡗ案件ࡢ兼ࡡ合いࢇࡕࡁࢆ精査ࡿࡍ必

要ࡀあࡿ思わࡓࡲࠋࡿࢀ，建設工中ࡿࡅ࠾駐車場ࡢ確保ࡶ࡞配慮ࡀ必要思

わࠋࡿࢀ 
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㸴 新庁舎ࡢ建築計画等 

市民利用ࡢ多い窓口機能，市民活動機能ࢆ࡞ప層階配置ࡋ，中層階ࡣ，災害対

応機能及び行ᨻົ機能ࢆ配置，ୖ 層階ࡣ，議会機能ࢆ配置ࡿࡍいうࢽ࣮ࢰンࢢ

いう状議会ࡓࢀ開市民，࡛ࡇࡿ࡞最ୖ階ࡀ議会機能，ࡀࡿ考えࡣいࡼ࡛

況ࡀ損࡞わ࡞ࢀいࡼう࡞工ኵࡀ必要思わࠋࡿࢀ 

ࢆ現状ࡢ地域ࡣい࡚ࡘ耐震性ࡢࡵࡓࡿࡍ確保ࢆᏳ全ࡢ市民や職員ࡿࡍ利用，ࡓࡲ

鑑ࡳ耐震構造ࡀࡇࡿࡍ妥当考えࠋࡿ建設手法，工期，財源ࡘい࡚ࡣ，建࡚

え早急࡞必要性ࢆ感࡚ࡌい࡞ࡲࡊࡲࡉ，ࡀࡿ社会情勢ࢆ踏ࡲえ最適࡞手法，時期等

ࢀࡲࡋ親長ᖺ市民，ࡣい࡚࠾ンࢨࢹࡢ新庁舎，࠾࡞ࠋࡿࢀ思わ必要ࡀ選択ࡢ

 ࠋࡴ望ࢆࡇࡿ࡞ࡢࡶ࡞うࡼࡿࡍ承⥅ࢆ思いࡢ庁舎ࠖ࢞赤ࣞンࠕࡓࡁ࡚
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࠙公明党ࠚ 

 

㸯 建築面積ࡘい࡚ࡣ，当初ࡢ㸯千㸵㸳㸮ᖹ方࣓࣮ࡽࣝࢺ㸰千㸷㸮㸮ᖹ方࣓࣮ࣝࢺ広ࡆ

新ࡿい࡚ࡋ予定，ࡶ࡚ࡋ比較新庁舎建設ࡢ規模程度ྠࡢ都市，ࡀࡓࡁ出࡚ࡀいう案ࡿ

庁舎規模㸦㸯期棟㸧対ࡋ建築面積ࡀ⊃いࡿ࡞ࡽࡉࠋᣑ張向ࡅ検討ࡁࡍ考えࠋࡿ 

 

㸰 新庁舎ࡢ段階的࡞整備ࡘい࡚，㸯期棟ࡣ約㸰㸱千ᖹ方࣓࣮ࣝࢺ，㸰期棟ࡣ㸵千ᖹ方࣓

ࠋい࡞い࡚ࡗ立ࡶࡵࡢ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ建設ࡣい࡚ࡘ㸰期棟，ࡀࡓࢀࡉ示ࡀࡇࡿࡍࣝࢺ࣮

㸯期ࠋࡓࡁ࡚ࡗ支払ࢆ賃借料ࡢ多㢠，ࡋ借用ࢆࣝࣅ民間ࡀ࡞農ᨻ部や教育委員会࡛ࡲࢀࡇ

棟完成後ࡣ，両部ࡶ，環境部ࡶ民間ࢆࣝࣅ使用ࡿࡍ予定ࡽࡉ，ࡾ࠾࡚ࡗ࡞多㢠

あ࡛ࡵ࡞ࡢ基本構想ࡣࣉッࢺࢫワン解消ࡢ隘化⊂ࠋࡿ࡞ࡇࡿࡅ⥆ࢀࡉ支出ࡀ費用ࡢ

ࡿࡁ集約࡛第庁舎ࡢ既存新庁舎ࡢ㸯期棟ࡀ部署ࡢ全࡚，ࡶࡵࡓࡿ得ࢆ市民理解，ࡾ

 ࠋࡿあ࡛ࡁࡍ規模㸦㸯期棟㸧࡞うࡼ

 

㸱 構造計画ࡘい࡚࡛ࡲࢀࡇ，ࡣ耐震構造，免震構造及び制震構造ࡢいࡢࢀࡎ構造ࡢᑟ入

耐震構ࠕ࡚ࡋ突如，ࡲࡲい࡞ࡶ議論経過ࡢ市庁舎整備検討審議会࡛，ࡀࡓい࡚ࢀࡉ検討ࡀ

造ࠖࡿࡍ市ุࡢ断ࡀ示ࡶࡑࡶࡑࠋࡓࢀࡉ，新庁舎建設ࡢ大義ࡣ，災害ࡽ市民や職員ࢆᏲ

高，ࡣ決定ࡢ構造ࡢ庁舎ࠋࡿࢀࡉ理解十ศ市民ࡣ投資ࡢ多少，ࡾあ࡛ࡎࡣࡓࡗあࡇࡿ

度࡞ᨻ策的ุ断ࡀ求ࡿࢀࡽࡵ考えࡼࡢࡇࠋࡿう࡞状況ࡽ，基本計画策定ࡢ段階࠾い࡚

中ࡢ基本設計，ࡋ参考ࡶ例ࡢ都市，ࡋࠖࡿࡍᑟ入ࢆ構造ࡢࢀࡎいࡁ⥆ࡁ引ࠕ，ࡣ

࡛耐震工法ุࢆ断࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸲 業࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ財源ࡘい࡚，ᖹ成㸱㸯ᖺ度当初ࡽ建設工着手ࡿࡍ計画ࡗ࡞

࡚いࡀࡿ，東京ࣜ࢜ンࣆッࣜࣛࣃ࣭ࢡンࣆッࢡ開催ࡢ前ᖺࡿ࡞影響ࡽ建設資材や人件費

ࡶ見࡚ࢆ例ࡢ都市ࡢ直近ࡣ㸲㸮࡛ࡾࡓ当ࣝࢺ㸯ᖹ方࣓࣮，ࢀࡉ予想ࡀ高騰ࡢ࡞

可能近いࠋ建設工着手ࡘ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢ࡛ࡲい࡚ࡣ，改࡚ࡵ検討࡛ࡁࡍあࡓࡲࠋࡿ，

大࡞ࡁ財源ࡼࡿ࡞ࡘ୍ࡢうࡿ࡞ࡽࡉ，庁舎建設整備基金ࡢ積ࡳ立࡚ࢆ進ࡁࡿࡵ考え

 ࠋࡿ

 

㸳 新庁舎ࡢ省࢚ネ࣮ࣝࢠ化ࡘい࡚ࡣ，ＣＯ₂ࡢ排出抑制ດࡶࡿࡵ，新࢚ネ࣮ࣝࢠ

地中熱࣭雪ࠕኴ陽ගⓎ電ࠖやࠕࡾ限࡞可能，ࡵࡓࡿ図ࢆ自給自足化ࡢ電気や熱源，ࡋᑟ入ࢆ

氷冷熱等ࠖࢆ活用ࡓࡋ設備ࢆ整備ࠋࡇࡿࡍ 

 

㸴 新庁舎ࡢ置ࡘい࡚ࡣ，緑橋通ࡣࡽ約㸯࣓࣮ࣝࢺ㸱㸮センチ，㸴条通側ࡣࡽ約㸴㸮

センチ࣓࣮ࣝࢺ高い置ࡽࡉ，ࡾ࠾࡚ࡗ࡞新庁舎ࡢ玄関口୍ࡣ࡛ࡲ定ࡢ距㞳ࡶあࣘࠋࡿ

࡞ࡽࡉ，うࡼࡿ࡞庁舎ࡿࡁ利用࡛࡚ࡋᏳ心ࡀࡶ誰，ࡋ実現ࢆᑟ入ࡢンࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂࢽ

 ࠋࡿ考え必要ࡀ検討ࡿ
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࠙日本共産党ࠚ 

 

㸯 財ᨻ情຺ࢆ案ࡋ身ࡢ合ࡓࡗ庁舎整備ࢆ 

ձ 新庁舎ࡢ整備当ࡣ࡚ࡗࡓ，厳ࡋい財ᨻ情ࢆ直視࡚ࡋ業費ࢆ必要最ᑠ限度抑

え，身ࡢ合ࡓࡗ庁舎整備ࡁࡍ考えࡓࡲࠋࡿ，新庁舎ࡢ機能ࢆ必要最ᑠ限

商工会議所，ࡋい࡞ࡣ࡛ࡁࡍ追求ࢆ的庁舎ࢡマ࣮ࢻンࣛࡿいわゆ，ࡤࢀࡍうࡼࡋ

や社会福祉協議会等ࡢ民間機能ࡢ入所ࢆ考え࡞ࡣ࡛ࡁࡿいࠋ 

  基本計画࠾い࡚ࡣ，庁舎整備ࡀ財ᨻ及ࡍࡰ影響及び市財ᨻ全体ࡢ見通ࢆࡋ示ࡍ

 ࠋࡿあ࡛ࡁ

 

ղ 将来ࡢ人口減少職員数ࡢ減少ࢆ考えࡁࡓ，ศ散࡚ࡋいࡿ水㐨局以外ࡢ行ᨻ機能

い࡞ࡣ見࡚妥当࡛ࡽ経済効率ࡣࡇࡿࡍ集約気୍建替え庁舎第庁舎ࢆ

考えࡓࡲࠋࡿ，ᨻ策的ศ散ࡓࡁ࡚ࡏࡉ経緯ࡀあࡶࡇࡿ考慮ࡁࡍ考えࠋࡿ 

   㸰期棟建設ࡘい࡚ࡣ，断念ࡶࡇࡿࡍ含࡚ࡵ慎㔜ุ断࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

ճ 庁舎建設ࡣ東日本大震災ࡢ復興業や東京ࣜ࢜ンࣆッࣜࣛࣃ࣭ࢡンࣆッࡢࢡ開催

時期ࡀ㔜ࡽࡇࡿ࡞，資材や経費ࡢ高騰ࡿࡼ影響ࡀ懸念࡚ࡗࡼࠋࡿࢀࡉ建設時期

 ࠋࡿあ࡛ࡁࡍ断ุ慎㔜ࡣい࡚ࡘ

 

㸰 市民ࡢ利便性ࢆ十ศ確保ࡇࡿࡍ 

市民ࢫࣅ࣮ࢧわࡣࡢࡶࡿ，いわゆࡿワンࢺࢫッࢆࢫࣅ࣮ࢧࣉ目指ࡋ，行ᨻࡢ都

合࡛ࡽࡓい回ࡎࡏࡋ，市民ࡢ利便性ࢆ十ศ確保࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

高齢者や㞀害者，ࡀࡿあ࡛ࡇࡢ当然ࡣンࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂࢽや࣮ࣘࣜࣇࣜࣂ，ࡓࡲ

 ࠋࡿあ࡛ࡁࡍい庁舎整備ࡍ使いやࡶ

 

㸱 ࣮ࣝ࢜旭川ࡢ建設業者࡛ 

建設工ࡘい࡚ࡣ，地元ࡢ建設業者࣮ࣝ࢜ࡀ旭川࡛参入࡛ࡼࡿࡁう࡞建設手

法࡛ࡁࡿࢆあࠋࡿ 

 

㸲 市民文化会館建替えࡾྲྀࡢୗࡆ市民検討組⧊ 

  市民文化会館ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ議論ࡢ到㐩点ࠕࡾ࠾ࡢ建替えࠖࡾྲྀࡣୗࡾ࡞ࡆ，向ࡇ

う㸯㸮ᖺ間ࡣ手࡞ࡘࡀいࡀࡇ明白ࡵࡓࡓࡗ࡞，市民ࡶ今後ࡢ方向性ࢆ検討

 ࠋࡿあ࡛ࡁࡿࡃࡘࢆ⧊組ࡃい࡚ࡋ

 

㸳 㸵条駐車場ࡢ存⥆ 

  市民文化会館ࡢ存⥆伴い，㸵条駐車場ࡶ存⥆ࠋࡇࡿࡍ 
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㸴 ㄝ明責任市民意見ࡢ反映ࡘい࡚ 

  市ࡢㄝ明責任ࢆ十ศ果ࡋࡓ，市民わࡾやࡍい情報提供ࢆ行うࠋࡇ 

十ศࢆ市民意見，ࡋ確保ࢆ機会ࡢ市民参加，ࡃ࡞࡛ࡅࡔࢺコ࣓ンࢡッࣜࣈࣃ，ࡓࡲ

反映ࡓࡋ庁舎整備࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸵 意思形成や組⧊決定ࡘい࡚ 

市ࡢ庁舎整備ࡣ，市民ࡢ税金ࢆ莫大ࡂࡘ込ࡴ巨大࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉあࡾ，市民活動

あ࡛ࡢࡶࡿ࡞ࡶ࡛ࡾࡢᏳ全，Ᏻ心ࠋࡿあ࡛ࡢࡶࡿえࢆ影響࡞ࡁ大ࡶ市ෆ経済ࡶ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡆୖࡾࡃࡘ力࡛ࡢ旭川࣮ࣝ࢜ࡢ市民全体ࠋࡿ

 ࠋࡿあࡀ必要ࡍ期ࢆ慎㔜ࡶୖࡢ慎㔜，ࡣい࡚ࡘ意思形成や組⧊決定ࡅࡔࢀࡑ

  市民文化会館ࡘい࡚ࡣ，突然，大規模改修ࡽ建替え方針転換ࡀࡓࡋ，意思形成

や組⧊決定࡚ࢀࡉ࡞ࡀい࡞いࡀࡇ日本共産党ࡢ質疑࡛明ࠋࡓࡗ࡞ࡽ 

日本共産党ࠕࡀ財ᨻ見通ࡃ࡞ࡶࡋ，正式࡞手⥆࡞ࡶࡁい，建替えࡢ根ᣐ࡞ࡶいࠖ追

及ࡓࡋ中࡛，教育長ࠕࡀ㔜々反省࡚ࡋいࠖࡿ陳謝ࡋ，西川将人市長ࠕࡣ市民意見ࢆ十

ศ࠾聞ࡽࡀ࡞ࡋࡁ，時間࡚ࡅࢆ検討ࡿࡍࢆ必要ࡀあࠖࡿ答え，建替えࡾྲྀࢆୗࡆ

 ࠋࡿ当然࡛あࡣࡇࡓ

遺ࡔ甚ࡣࡇࡓࢀࡉ翻弄ࡶ市民対話ࡶ中࡛議会審議ࡢ⥆手࡞未熟࡞うࡼࡢࡇ，ࡋࡋ

憾࡛あࠋࡿ今後ࡣ細心ࡢ注意ࢆ払い，十ศ行ᨻ手⥆ࡢ手㡰ࢆ踏ࢆࡇࡴ求࡛ࡢࡶࡿࡵ

あࠋࡿ 
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࠙無所属 久保あࡇࡘ委員ࠚ 

 

初ࡵ 

基本計画㸦案㸧ࡢࢀࡒࢀࡑࡢ㡯目ࡘい࡚意見ࢆ述ࡿ前，基本構想案࡛ࡲࢀࡇࡽ

 ࠋࡿ述ࢆい࡚意見ࡘ手法ࡢㄝ明足，市民参加ࡢ議会情報提供足ࡢ市ࡢ

基本構想ࡢ意見ࡢ時ࠕࡶ市ࡢㄝ明足ࠖࡘい࡚ࡣ意見ࢆ述，必要࡞資料や情報

後，基本計画骨子案，基本計ࡢࡑࠋࡓࡋ指摘ࡁࡍ議論࡚ࡅࢆ時間ࡋ提示積極的ࢆ

画㸦案㸧ࡀ示ࢀࡉ，議会質疑や市民ࡢ意見交換ࡀ࡞行わࡀࡓࢀ，以ୗࡢ点࡛市ࡢ情報

提供足ㄝ明足ࡣ否࡞ࡵいࠋ 

ձ 市民文化会館ࡢ建࡚え関ࡿࡍ必要࡞費用ࡀ明確ࡢࡲࡲ࡞骨子案࡛あࢀࡇ，ࡾ

ࡢࡑ，ࡶࡇࡓࡗࡔ適ษࡀ経緯ࡓࢀࡉ変更え建࡚ࡽ方針ࡢ大規模改修ࡢ࡛ࡲ

後ࡢ議会質疑࡛明ࠋࡓࡗ࡞ࡽ 

ղ 㸯期棟ࡢ建築面積ࡢ変更伴う㸱ࡢࡘ変更࣮ࢱࣃンࡢ資料ࢆ議会࡛指摘࡛ࡲࡿࢀࡉ

正式提示ࠋࡓࡗ࡞ࡋ 

ճ 基本計画骨子案策定ࡢ参考ࡢࡵࡓࡿࡍ市民ンࢺ࣮ࢣ調査࠾い࡚ 

建大規模改修，࡛ࡳࡢいう情報築㸲㸮ᖺ，ࡣ質問࡛ࡢい࡚ࡘ市民文化会館 

 ࠋい࡞い࡚ࡋ示ࡣ情報ࡢ財ᨻ面࡛࡞差࡞具体的ࡢ費用ࡢえ࡚

費用ࡢ場合ࡿࡍ保存，ࡣ資料ࡓࡋ示ࡀ市ࡶい࡚ࡘ保存活用方法ࡢ現総合庁舎 

ࡇࡿあࡶ活用方法ࡢ࡚ࡋ庁舎ࠕい࡚ࡘ 維持管理費ࡣ場合ࡓࡋ活用࡚ࡋ庁舎ࠕࠖ

用ࡣ対面積࡛ࡣ新庁舎ࡌྠ程度࡛あࠕࠖࡇࡿ国ࡢ㔜要文化財Ⓩ録ࡿࡼ補ຓ金ࡢ

可能性ࡶあࡣ࡞ࠖࡇࡿ示ࡎࡉ，保存ࡣ多㢠ࡢ費用ࡀ必要思えࡼࡿう࡞恣

意的࡞資料࡛あࠋࡓࡗ 

մ 庁舎整備検討審議会対ࡶ࡚ࡋ，基本構想ࡣ࡛ࡲ新庁舎関ࡿࡍ審議ࢆࡳࡢ依頼ࡋ，

基本計画骨子案࠾い࡚突然市民文化会館୍ࡢ体的整備ࡾ࡞，庁舎整備ࡢ結論

コ࣮ࣝ市民文化会館ࡢ建࡚え総合庁舎ࡢ解体ࢆࡿࡊࡽ࡞得࡞い審議ࡾ࡞，委

員ࡢ中ࡣࡽ提示ࡓࢀࡉ資料࡚ࡗࡼࡳࡢ市民文化会館ࡢ建࡚え，総合庁舎ࡢ解体

最終ࡢ加え࡚審議ࠋࡇࡓい࡚ࡗࡀୖࡀ意見ࡢᏳࡇࡿࡅ結論࡙ࢆ࡛ࡲࡋ壊ࡾྲྀ

場面࡛提案ࡓࢀࡉ㸯期棟ࡢ建築面積ࡢ変更ࡘい࡚ࡶ，㸱ࡢࡘ変更࣮ࢱࣃンࡢ資料ࢆ

市ࡀ提示ࡣࡢࡓࡋ結論ࢆ出ࡍ直前࡛あࡾ，資料ࢆ見࡚ࡢ質疑や審議ࡣ行わࡎࢀ結論

 ࠋࡓࡵ求ࢆ

յ 市ࡣ議会質疑ࢆ࡞踏ࡲえ࡚，基本計画㸦案㸧࡛ࡣ，市民文化会館ࡢ整備ࡘい࡚

ࡇ行うࢆ⧋修࡞必要，ࡣ間ࡢ࡛ࡲࡿࡍ着手整備࡞具体的，ࡵ進ࢆ途検討ู，ࡣ

㸰ࡓい࡚ࡋ検討ࡢ今後࡚ࡵ含ࡶ是非ࡢ建設ࡽ骨子案当初ࠋࡓࡋ変更ࡽ骨子案

期棟ࡘい࡚ࠕࡶ改࡚ࡵ必要性や具体的࡞建築場所規模ࡘい࡚検討ࠖࡇࡿࡍ

添ࡶࡃ࡞少，ࢀࡉ予想ࡀン࣮ࢱࣃ࡞様々ࡣ整備ࡢ庁舎等ࡣ࡛ࢇ検討いࡢ今後，ࡋ

付資料ࡼࡢう㸳࣮ࢱࣃンࡣ可能性ࡀあࡢࡽࢀࡇ，ࡀࡿ࡞ࡇࡿ資料ࡣ議会ࡶ市

民ࡶ全ࡃ示࡚ࢀࡉい࡞いࠋ 

以ୖࡢ理由ࡽ，市ࡢ情報提供足ㄝ明足ࡣ明࡛ࡽあࠋࡿ 
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士ู市ࡣ，新庁舎整備ࡘい࡚数࣮ࢱࣃンࡢ図面ࢆ示ࡋ必要経費࣓ࣜッ࣓ࣜࢹ࣭ࢺッ

ࡢ࡚ࡋ市全体，ࡽࡇࡿい࡚ࡵ決ࢆ方向性࡚ࡵ求ࢆ意見議会市民，࡚ࡋ明示ࢆࢺ

合意形成ࡾࡗࡋࡀ行わࠋࡓࢀ 

旭川市࡛ࡣ骨子案ࡀ示ࡽ࡚ࢀࡉ様々࡞変更ࢆ行ࡽࡇࡓࡗ，市ࡣ，基本計画㸦案㸧

必要経費や࣓ࣜッࡿࢀࡉ予想ࢀࡒࢀࡑン࣮ࢱࣃ数ࡿあࡢ可能性特，前ࡿࡍ作成ࢆ

い࡚市ࡘ࡞ࡢいࡼࡀン࣮ࢱࣃࡢ，ࡋ示明確議会市民ࢆ࡞ࢺッ࣓ࣜࢹ࣭ࢺ

民議会ࡽ，再度意見ࢆ求ࡁࡿࡵ考え，ࠕ基本計画㸦案㸧ࡢ策定ࢆ急࡞ࡣ࡛ࡁࡄいࠖ

急いࢆ策定ࡢ(基本計画。案ࡃ࡞ࡇ行うࢆ議論࡞寧ࡽࢀࡑࡣ市，ࡀࡓࡁ࡚述ࢆ意見

 ࠋࡿ遺憾࡛あࡾあ࡛ࡇ࡞残念非常，࡚ࡋ旭川市ࡓࡁ࡚ࡵ進ࢆ市民参加推進，ࡣࡇࡔ

ୖグࡼࡢうࡿ࡞ࡽࡉ市民議論議会審議ࢆ行うࡀࡇ必要考えࡀࡿ，現時点࡛ࡢ基

本計画㸦案㸧ࡘい࡚ࡢ意見ࢆ以ୗࠋࡿࡵࡲࡾ࠾ࡢ 

 

第㸯章 新庁舎建設ࡢ必要性 

耐震性足，ศ散化，⊃隘化ࡢ解消ࡵࡓࡢ新庁舎ࢆ建築ࡣࡇࡿࡍ妥当考えࠋࡿ 

 

第㸰章 新庁舎建設ࡢ基本的࡞考え方 

ࢱセンࢡッࣅࢩ，ࡀࡿ考えいࡼ࡛࣮ࠖࢱセンࢡッࣅࢩࡿࢀࡲࡋわい，親ࡂ市民࡛ࠕ

議会棟や会，ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ割ࢆࢫペ࣮ࢫ施設や場所࡞特ู，ࡣい࡚ࡘ機能ࡢ࡚ࡋ࣮

議室等ࢆ市民共用ࡿࡍ，総合窓口࡞子ࢫࡢࡵࡓࡢࡶペ࣮ࢆࢫ設࡞ࡿࡅ，庁舎ࢆ

市民開ᨺ࡚ࡋいࡃ方向࡛検討ࠋࡁࡍ 

 

第㸱章 新庁舎ࡢ建築場所 

 㸱 敷地ෆ施設ࡾྲྀࡢ扱い 

  㸦㸯㸧総合庁舎及び第୕庁舎 

    基本計画࡛ࡣ第୕庁舎ࡢ解体撤去ࠕ，ࡋ࡛ࡲ総合庁舎ࡢ解体撤去ࠖࢆ明グࡍ

 ࠋい࡞ࡣ࡛ࡁ

市ࡣ保存ࡢ可能性ࡘい࡚，国ࡢ㔜要文化財Ⓩ録制度ࡢ活用ࡿࡼ財源確保や

᭷効࡞利活用ࡢ方法ࡾࡗࡋࢆ࡞調査研究ࡋ，保存ࡿࡍ場合࣓ࣜࡢッ࣓ࢹ࣭ࢺ

ࣜッࢺ，解体ࡿࡍ場合࣓ࣜࡢッ࣓ࣜࢹ࣭ࢺッࢆࢺ明࡚ࡋࡽ，再度市民解体

 ࠋࡁ問うࢆ是非ࡢ

    以ୗ，総合庁舎ࡢ解体撤去ࢆ明グ࡞࡛ࡁࡍい理由ࢆ述ࠋࡿ 

    ձ 市民ࡢ中ࠕࡽ総合庁舎ࡢ保存活用ࠖࢆ望ࡴ声࡚ࡁ࡚ࡗࡀୖࡀいࠋࡿ 

    ղ 市民ンࢺ࣮ࢣ調査ࡿࡅ࠾総合庁舎ࡢ扱いࡘい࡚ࡣ，㸵㸲.㸱％ࡢ市民

ࡇࡴㄞ回答前，ࡀࡿ答え࡚いࡁࡍ活用ࠖ᭷効ࢆ敷地࡚ࡋ壊ࡾྲྀࠕࡀ

方ࡢ若い世代，ࡓࡲࠋࡿい࡚ࡗ࡞ㄝ明࡞恣意的ࡀ資料ࡢ市ࡿい࡚ࡗ࡞

 ࠋ多いࡀいう答えࡁࡍ保存ࡽ

    ճ 市ࡣ当初，新庁舎，市民文化会館ࡢ建࡚え，総合庁舎ࡢ扱いࡢ全࡚ࡢ方

向性ࡀ決定ࡤࢀࡅ࡞ࡋ基本計画ࢆ立࡚ࡣࡇࡿ㞴ࡋい言࡚ࡗいࡀࡓ，基本
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計画࡛ࡣ市民文化会館ࡢ建࡚えࡣ明グ࡞ࡋい考え࡛あࡓࡲ，ࡇࡿ，総合

庁舎ࡢ扱いࡀ決ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽࡲ基本計画ࡣ策定࡛ࡀࡇࡿࡁ議会質疑࡛明ࡽ

必ࡢࡑ再度建設時ࠕࡽ段階ࡢ骨子案ࡣ࡚ࡋ関㸰期棟，ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞

要性ࡶ含ࡵ精査ࡿࡍ ࠋࡿい࡚ࡋࡇい࡞ࡋ明グࢆ建設ࡣ基本計画，ࡋࠖ

以ୖࡽࡇࡢ，基本計画ࡢ段階࡛ࡣ新庁舎ࡢ㸯期棟建設市民文化会館ࡢ

建࡚え並び総合庁舎ࡢ解体撤去ࢆศ㞳ࡶ࡚ࡋ計画ࡣ策定࡛ࠋࡿࡁ 

    մ 業࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ案࡛ࡶ示ࡼࡓࢀࡉうࡢ，業手法ࡶ࡚ࡋࡿࢆ，

総合庁舎ࡢ解体着手ࡣࡢࡿࡍᖹ成㸱㸳ᖺ度ࡾ࡞ࡽ，解体前ࡢ業者選

定࡞必要࡞時間ࢆ考慮ࡶ࡚ࡋ，ᖹ成㸱㸱ᖺෆ方向性ࢆ決࡛ࡇࡿࡵ十

ศ間合うࡽࡇ，現段階࡛無理࡚ࡋࢆ基本計画盛ࡾ込ࡴ必要性ࡣ全ࡃ

 ࠋい࡞

 

㸦㸰㸧市民文化会館 

整備ࡘい࡚ࡣ多ࡢࡃ方ࡢ意見ࢆ聞ูࡁ途検討ࢆ進ࡼ࡛ࡇࡿࡵいࡀ，具体的

ࡀ費用ࡣࡇ行うࢆ⧋修࡞必要維持管理ࡢ間，施設ࡢ࡛ࡲࡿࡍ着手整備࡞

 ࠋࡁࡿ入意見聴ྲྀ作業早急，࡛ࡢࡿ࡞ࡇࡴࡉ

 

第㸲章 新庁舎ࡢ規模 

 㸱 新庁舎ࡢ規模 

㸯期棟建設当ࡣ࡚ࡗࡓ，総合庁舎ࡢ活用ࡿࡼ執ົ室等ࢫࡢペ࣮ࡢࢫ確保ࡶ視㔝

入ࢀ，無駄࡞ࡢいࢫペ࣮ࢫ利用࡛ࡇࡿࡍࢆ出来ࡿ限ࡾ縮ᑠࢆ目指ࠋࡁࡍ総合庁舎ࡢ

扱いࡘい࡚ࡣ前述ࢆ参照ࠋ 

ձ 市民活動支援ࢫペ࣮ࡘࢫい࡚ࡣ，市民文化会館，現総合庁舎，㸰期棟ࡼࡢࡀ

うࡶ࡚ࡋࡓࡗ࡞今後整備ࡀࡇࡿࡍ可能ࡽࡇ࡞，特㸯期棟㸳㸮㸮ᖹ方

 ࠋい࡞ࡃ全ࡣ必要性ࡿࡅ設ࢆࢫペ࣮ࢫࡢࡶࣝࢺ࣮࣓

ղ 仮，総合庁舎ࢆ活用ࡓࡗ࡞ࡇࡿࡍ場合ࡣ，新庁舎ࡢ㸯期棟ࡢ必要面積

ࢩ企画࣭調整機能，議会機能，市民活動࣭市民交流支援機能，情報Ⓨ信機能࣭，ࡽ

総，ࡕうࡢࣝࢺ合計㸴千㸯㸷㸮ᖹ方࣓࣮ࡢン機能，利便施設機能ࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࢸ

合庁舎整備࡛ࢆࡢࡶࡿࡁ除い࡚規模ࢆ縮ᑠࠋࡁࡍ 

 

第㸳章 新庁舎ࡢ機能 

基本方針㸯 利用ࡋやࡍい庁舎 

窓口機能ࡢ充実㔜点ࢆ置ࢆࡇࡃ第୍考えࠋࡁࡿ 

授乳室や子ࢫࡢࡵࡓࡢࡶペ࣮ࢆࢫ総合窓口ࡢ近ࡃ配置ࠋࡁࡍ 

㞀害者，高齢者ࡀ利用ࡋやࡍい動線ࢆ確保ࠋࡁࡍ 

 相談ࡢࡵࡓࡢ個室ࡣ防音配慮ࠋࡁࡍ 
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基本方針㸰 親ࡿࢀࡲࡋ庁舎 

 市民ࡢ利便性ࢆ高ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵう，市民活動ࢫࡢࡵࡓࡢペ࣮ࢫ，市民交流支援

୍ࢆ設置ࡢ場，金融機関ࡢ憩い，ࢫペ࣮ࢫ閲覧，࣮ࢼ市ᨻ情報コ࣮，ࢫペ࣮ࢫࡢࡵࡓࡢ

体的㸯࢝所整備ࡋ共用࡛ࡇࡿࡍ効率ࡼࡢいࢫペ࣮ࢫ利用ࠋࡁࡍ 

 

基本方針㸱 ࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲ中心ࡿ࡞庁舎 

 庁舎整備当ࡣ࡚ࡗࡓ，地場製品等ࡢ活用地元企業ࡢ参画，参入ࢆ原則ࠋࡁࡍ 

 

基本方針㸲 機能的࣭効率的࡞庁舎 

 担当者在ࡢ時࡛ࡶࡢ職員ࡀ対応࡛ࡼࡿࡁう，資料等ࢆ共用࡛ࡼࡿࡁう࡞執ົ室

 ࠋࡁࡍ配置ࡢ

 

基本方針㸳 ⊂自性ࢆ保ࡘࡘࡕ，市民開ࡓࢀ議会 

 議会ࡢࡽ要望ࢆ考慮࡚ࡋ整備ࠋࡁࡍ 

 

第㸴章 新庁舎ࡢ建築計画 

㸯 配置計画 

市民文化会館ࡀ建࡚えࡓࡗ࡞場合ࡢ建築用地ࢆ総合庁舎跡地明グ࡞ࡣ࡛ࡁࡍ

いࠋ 

 

第㸵章 業計画 

 㸱 業࣭࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ業費及び財源 

基本計画策定前，再度，市民࣮ࢱࣃンࢆ示࡚ࡋ意見ࢆ聞࡛ࡁࡃあࡾ，基本計画

ࡑ，ࡋ࡛ࡲ第୕庁舎解体工ࡣࡢࡿࡍ明グ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࠋࡁࡍࡤ延ࢆ策定時期ࡢ

 ࠋい࡞ࡣ࡛ࡁࡍ明グ࡚ࡋࡇࡘ待ࢆ議論ࡢ今後ࡣ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢ後ࡢ

 市債残高返還࡞，長期ࡢ財源見通ࢆࡋ示ࠋࡁࡍ 

 

終わࡾ 

現在，市民ࡢ中࡛ࠕ現総合庁舎ࡢ解体市民文化会館ࡢ建࡚えࡘい࡚異議あࠖࡾ

いう署ྡ活動ࡀ行わ࡚ࢀいࡀࡿ，市ࡢࡑࡣ結果ࢆ待࡚ࡋࡎࡓ基本計画ࢆ策定ࡿࡍ意向ࢆ示

いうࠖࡃࡔࡓい࡚ࡋ理解࡚ࡋㄝ明寧ࠕࡶ場合࡛ࡓࡗࡲ定規模集୍ࡀ署ྡ，ࡾ࠾࡚ࡋ

態度，࡞ࡍわࠕࡕ署ྡࡀ集ࡶ࡚ࡗࡲ案ࢆ変更ࡿࡍ意思࡞ࡣいࢆࠖࡇ議会࡛述࡚いࠋࡿ

加え࡚，現在行わ࡚ࢀいࣜࣈࣃࡿッࢡコ࣓ン࠾ࢺい࡚ࡶ，仮ࠕ現総合庁舎ࡢ解体ࡘ

い࡚反対ࠖいう意見ࡀ多数寄ࠕࡃࡌྠ，ࡶ࡚ࡋࡓࢀࡽࡏ寧ㄝ明࡚ࡋ理解࡚ࡋいࡓ

疑ࡔ甚，ࡢ࡞ࢺコ࣓ンࢡッࣜࣈࣃࡢࡵࡓࡢ何ࡣ࡛ࢀࡇࠋࡿい࡚述ࢆࡇいうࠖࡃࡔ

問࡛あࡼࡢࡇࠋࡿう࡞態度࡛ࡲࢀࡇࡣ旭川市ࡀ推進ࡓࡁ࡚ࡋ市民参加反ࡿࡍ姿勢࡛あࡾ，

市民意見ࢆ尊㔜ࡋ基本計画策定反映ࠋࡁࡿࡏࡉ 
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࠙無所属 金谷美奈子委員ࠚ 

  

現庁ࠋࡓい࡚ࢀࡉ変更ࡽ基本計画骨子ࡢ㸴᭶ࡀ考え方ࡿࡍ関庁舎整備，ࡣびࡓࡢࡇ 

舎ࡢ敷地ࡢ扱いࢆ変えࡽࡉ，ࡇࡓ市民文化会館地ୗ駐車場ࡘい࡚ࡣ計画盛ࡾ込

 ࠋࡿあ࡛ࡢࡶࡿࡁ評価࡛，ࡾ࠾࡚ࡋ反映ࢆ声や議会議論ࡢ市民ࠋࡓࡋࢆࡾඛ送ࡣ当面ࡎࡲ

  

㸯 骨子いう前提ࡀ崩ࡓࢀ以ୖ࡛࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࣒ࢱࡢࡲࡲࡢࡇ，ࡣ進ࡽ࡞ࡣࡇࡴ

 ࠋࡿあ࡛ࡁࡍ再考࡚ࡗࡲࡕ立ࡎ

 

㸰 新庁舎建設当ࡣ࡚ࡗࡓ，今࡛ࡲ以ୖ市民ࡢ声ࢆ反映࡚ࡋ，現庁舎ࡢ活用ࢆ含ࡵ再

検討࡛ࡁࡍࢆあࠋࡿ 

 

㸱 新庁舎ࡣ金融機関，社会福祉協議会，商工会議所ࡣ࡞入ࡎࢀ，面積ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ

減ࡍࡽດ力࡛ࡁࡍࢆあࠋࡿ 

 

㸲 新庁舎建設ࡢ時期ࡣ，東京ࣜ࢜ンࣆッࢡ後延期࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸳 新庁舎建設ࡢ基本設計実施設計ࢆศ㞳࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸴 旭川市ࡢ財ᨻࢆ考慮ࡋ，十ศ࡞基金ࡢ蓄えࢆ準備࡛ୖࡓࡋ整備࡛ࡁࡍࢆあࠋࡿ 

 

㸵 市民文化会館ࣈࡢンࡣ࣮࢙ࣇ࢝壊࡞ࡢࡇࡍい計画࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

㸶 現庁舎ࡣ市民ࡢ声ࢆ反映࡚ࡋ，保存，改修࡚ࡋ使う࡛ࡁあࠋࡿ 

 

㸷 市民文化会館ࡣᖹ成㸰㸴ᖺ度予定࡚ࢀࡉいࡾ࠾ࡓ大規模改修࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

10 地ୗ駐車場ࡣ補修ࡿࡁ࡛，ࡋ限ࡾ利用࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

11 庁舎整備関ࡿࡍ考え方࡚ࡋ旭川市ࡢ文化的࡞価値ࢆ考慮࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

1「 庁舎整備関ࡿࡍ考え方࡛ࡣ産業廃棄物࡞環境問㢟配慮࡛ࡁࡍあࠋࡿ 

 

1」 新庁舎ࡢ外観現庁舎ࡢ連携ࢆ考え࡚，ࡀࢇࢀコンࡢࢺ࣮ࣜࢡチ࢙ッࢡ柄ࢆ採用

 ࠋࡿあ࡛ࡁࡍ
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市民文化会館，庁舎前広場，現庁舎ࡢ新庁舎，ࡣわいࡂࡢ࣮ࢱセンࢡッࣅࢩ 14

活用࢚ࣜࡢࡇ，࡞全体࡛組ࡳ立࡚࡛ࡁࡿあࠋࡿ 

 

15 職員ࡢ執ົ面積ࡣ必要ࡅࡔ࡞確保ࡢ，ࡋ機能ࢆ入ࡋࡿࡼࡇࡿࢀわ寄ࡀࡏあࡗ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡣ࡚

 

1【 ኴ陽ගⓎ電，屋ୖ緑化࡞，積雪寒冷地適࡞ࡉい設備ࡢᑟ入࡞ࡣ࡛ࡁࡍࢆいࠋ 

 

1】 市民ࡢ大࡞ࡁ意思表示ࢆ㔜ࡵࡅཷࡃ，現庁舎活用ࡘい࡚࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ可能性ࢆ視

㔝入࡚ࢀ今後ࡢ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࣒ࢱࡢ中࡛ࡢࡑ結論ࢆᑟ࡛ࡁࡃあࠋࡿ 

 

最後ࡢ࡛ࡲࡇࡇ，経過ࢆ振ࡾ返ࡾ担当者ࡢດ力敬意ࢆ表ࡶࡿࡍ，今後ࡶ市民

 ࠋࡿい࡚ࡋ期待ࢆࡇࡿࢀࡉ構築ࢆい業ࡼࡾࡼ，ࡋ反映ࢆ声ࡢ
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旭 川 市 新 庁 舎 建 設 基 本 計 画 

 

平成 29 年（2017 年）1 月 

 

問合せ先 

旭川市総務部庁舎建設課 

 

〒070-8525 旭川市 6 条通 9 丁目 

TEL 0166-25-7597  


